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(57)【要約】
【課題】　左右の視線の方向を均等に考慮して注視点を
推定した場合、左右の視線の方向の相違が大きくなるに
つれて、推定された注視点及び実際の注視点のズレが、
実用上問題となる程度に大きくなる。
【解決手段】　被験者の第１の眼の視線の方向である第
１方向を決定する第１方向決定部と、被験者の第２の眼
の視線の方向である第２方向を決定する第２方向決定部
と、（ｉ）被験者の視線を計測する視線計測装置の配さ
れた機器に対する被験者の操作、（ｉｉ）機器の状態、
及び、（ｉｉｉ）被験者の顔の向きの少なくとも１つに
基づいて、被験者の注視方向を仮定する仮定部と、仮定
された注視方向、第１方向及び第２方向を比較して、第
１の眼及び第２の眼の何れが利き目であるかを判定する
第１判定部とを備える。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の第１の眼の視線の方向である第１方向を決定する第１方向決定部と、
　前記被験者の第２の眼の視線の方向である第２方向を決定する第２方向決定部と、
　（ｉ）前記被験者の視線を計測する視線計測装置の配された機器に対する前記被験者の
操作、（ｉｉ）前記機器の状態、及び、（ｉｉｉ）前記被験者の顔の向きの少なくとも１
つに基づいて、前記被験者の注視方向を仮定する仮定部と、
　前記仮定された注視方向、前記第１方向及び前記第２方向を比較して、前記第１の眼及
び前記第２の眼の何れが利き目であるかを判定する第１判定部と、
　を備え、
　前記第１判定部は、
　前記仮定された注視方向及び前記第１方向のなす角度の絶対値が、前記仮定された注視
方向及び前記第２方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、前記第１の眼が利き目であ
ると判定し、
　前記仮定された注視方向及び前記第２方向のなす角度の絶対値が、前記仮定された注視
方向及び前記第１方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、前記第２の眼が利き目であ
ると判定する、
　視線検出装置。
【請求項２】
　前記視線計測装置は、前記機器に搭載されており、
　前記機器は、前記被験者が運転する移動体であり、
　前記仮定部は、
　（ｉ）前記移動体の移動速度に関する操作量が予め定められた第１速度条件を満足し、
且つ、（ｉｉ）前記移動体の操舵角に関する操作量が予め定められた操舵条件を満足する
場合に、前記移動体の進行方向を、前記被験者の注視方向として仮定する、
　請求項１に記載の視線検出装置。
【請求項３】
　前記視線計測装置は、前記機器に搭載されており、
　前記機器は、前記被験者が運転する移動体であり、
　前記仮定部は、
　（ｉ）前記移動体の移動速度が予め定められた第２速度条件を満足し、且つ、（ｉｉ）
前記移動体のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１つが予め定めら
れた角速度条件を満足する場合に、前記移動体の進行方向を、前記被験者の注視方向とし
て仮定する、
　請求項１に記載の視線検出装置。
【請求項４】
　（ｉ）前記機器を操作するための物理的な操作ボタン、又は、（ｉｉ）前記機器の画像
出力装置に表示され、前記機器を操作するための操作アイコンが、前記被験者に押下され
たことを検出する操作検出部、
　をさらに備え、
　前記視線計測装置は、前記機器に搭載されており、
　前記仮定部は、
　前記操作検出部が、前記操作ボタン又は前記操作アイコンが前記被験者に押下されたこ
とを検出した場合に、前記被験者が前記操作ボタン又は前記操作アイコンを注視する方向
を、前記被験者の注視方向として仮定する、
　請求項１に記載の視線検出装置。
【請求項５】
　前記被験者の顔の向きを検出する顔方向検出部、
　をさらに備え、
　前記仮定部は、前記顔方向検出部が検出した前記被験者の顔の向きを、前記被験者の注
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視方向として仮定する、
　請求項１に記載の視線検出装置。
【請求項６】
　前記第１方向及び前記第２方向に基づいて、前記被験者の注視方向を推定する注視方向
推定部における推定処理に利用される推定パラメータを決定する推定パラメータ決定部、
　をさらに備え、
　前記推定パラメータ決定部は、前記第１判定部が利き目と判定した眼の視線の方向が前
記注視方向の推定に与える影響が、他方の眼の視線の方向が前記注視方向の推定に与える
影響よりも大きくなるように、前記推定パラメータを決定する。
　請求項１から請求項５までの何れか一項に記載の視線検出装置。
【請求項７】
　前記第１方向及び前記第２方向を比較して、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が
、予め定められた方向条件を満足するか否かを判定する第２判定部、
　をさらに備え、
　前記推定パラメータ決定部は、
　前記第２判定部が、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が、前記方向条件を満足す
ると判定した場合、
　前記第１判定部が利き目と判定した眼の視線の方向が前記注視方向の推定に与える影響
が、他方の眼の視線の方向が前記注視方向の推定に与える影響よりも大きくなるように、
前記推定パラメータを決定する、
　請求項６に記載の視線検出装置。
【請求項８】
　前記第１方向及び前記第２方向を比較して、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が
、予め定められた方向条件を満足するか否かを判定する第２判定部、
　をさらに備え、
　前記推定パラメータ決定部は、
　前記第２判定部が、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が、前記方向条件を満足す
ると判定した場合、
　前記第１判定部が利き目ではないと判定した眼の視線の方向が、前記注視方向の推定に
用いられないように、前記推定パラメータを決定する、
　請求項６に記載の視線検出装置。
【請求項９】
　前記第１方向及び前記第２方向を比較して、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が
、予め定められた方向条件を満足するか否かを判定する第２判定部、
　をさらに備え、
　前記推定パラメータ決定部は、
　前記第２判定部が、記第１方向及び前記第２方向のなす角度が、前記方向条件を満足し
ないと判定した場合、
　前記第１判定部が利き目と判定した眼の視線の方向が前記注視方向の推定に与える影響
と、他方の眼の視線の方向が前記注視方向の推定に与える影響とが略等しくなるように、
前記推定パラメータを決定する、
　請求項６に記載の視線検出装置。
【請求項１０】
　前記視線計測装置をさらに備える、
　請求項１から請求項９までの何れか一項に記載の視線検出装置。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１から請求項１０までの何れか一項に記載の視線検出装置とし
て機能させるための、プログラム。
【請求項１２】
　被験者の第１の眼の視線の方向である第１方向を決定する第１方向決定段階と、
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　前記被験者の第２の眼の視線の方向である第２方向を決定する第２方向決定段階と、
　（ｉ）前記被験者の視線を計測する視線計測装置の配された機器に対する前記被験者の
操作、（ｉｉ）前記機器の状態、及び、（ｉｉｉ）前記被験者の顔の向きの少なくとも１
つに基づいて、前記被験者の注視方向を仮定する仮定段階と、
　前記仮定された注視方向、前記第１方向及び前記第２方向を比較して、前記第１の眼及
び前記第２の眼の何れが利き目であるかを判定する第１判定段階と、
　を有し、
　前記第１判定段階は、
　前記仮定された注視方向及び前記第１方向のなす角度の絶対値が、前記仮定された注視
方向及び前記第２方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、前記第１の眼が利き目であ
ると判定する段階と、
　前記仮定された注視方向及び前記第２方向のなす角度の絶対値が、前記仮定された注視
方向及び前記第１方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、前記第２の眼が利き目であ
ると判定する段階と、
　を含む、
　視線検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視線検出装置、プログラム、及び、視線検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザの視線を検出し、ユーザの注視点を推定する技術が知られている（例えば、特許
文献１を参照されたい）。
　［先行技術文献］
　［特許文献］
　［特許文献１］　特開平０５－１９９９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ユーザの視線を検出したときに、左右の視線の方向が相違する場合がある。左右の視線
の方向を均等に考慮して注視点を推定した場合、左右の視線の方向の相違が大きくなるに
つれて、推定された注視点及び実際の注視点のズレが、実用上問題となる程度に大きくな
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、視線検出装置が提供される。上記の視線検出装置は、
例えば、被験者の第１の眼の視線の方向である第１方向を決定する第１方向決定部を備え
る。上記の視線検出装置は、例えば、被験者の第２の眼の視線の方向である第２方向を決
定する第２方向決定部を備える。上記の視線検出装置は、例えば、（ｉ）被験者の視線を
計測する視線計測装置の配された機器に対する被験者の操作、（ｉｉ）機器の状態、及び
、（ｉｉｉ）被験者の顔の向きの少なくとも１つに基づいて、被験者の注視方向を仮定す
る仮定部を備える。上記の視線検出装置は、例えば、仮定された注視方向、第１方向及び
第２方向を比較して、第１の眼及び第２の眼の何れが利き目であるかを判定する第１判定
部を備える。上記の視線検出装置において、第１判定部は、例えば、仮定された注視方向
及び第１方向のなす角度の絶対値が、仮定された注視方向及び第２方向のなす角度の絶対
値よりも小さい場合、第１の眼が利き目であると判定する。上記の視線検出装置において
、第１判定部は、例えば、仮定された注視方向及び第２方向のなす角度の絶対値が、仮定
された注視方向及び第１方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、第２の眼が利き目で
あると判定する。
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【０００５】
　上記の視線検出装置において、上記の視線計測装置は、機器に搭載されてよい。上記の
視線検出装置において、機器は、被験者が運転する移動体であってよい。上記の視線検出
装置において、仮定部は、（ｉ）移動体の移動速度に関する操作量が予め定められた第１
速度条件を満足し、且つ、（ｉｉ）移動体の操舵角に関する操作量が予め定められた操舵
条件を満足する場合に、移動体の進行方向を、被験者の注視方向として仮定してよい。
【０００６】
　上記の視線検出装置において、上記の視線計測装置は、機器に搭載されてよい。上記の
視線検出装置において、機器は、被験者が運転する移動体であってよい。上記の視線検出
装置において、仮定部は、（ｉ）移動体の移動速度が予め定められた第２速度条件を満足
し、且つ、（ｉｉ）移動体のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１
つが予め定められた角速度条件を満足する場合に、移動体の進行方向を、被験者の注視方
向として仮定してよい。
【０００７】
　上記の視線検出装置において、上記の視線計測装置は、（ｉ）機器を操作するための物
理的な操作ボタン、又は、（ｉｉ）機器の画像出力装置に表示され、機器を操作するため
の操作アイコンが、被験者に押下されたことを検出する操作検出部を備えてよい。上記の
視線検出装置において、上記の視線計測装置は、機器に搭載されてよい。上記の視線検出
装置において、仮定部は、操作検出部が、操作ボタン又は操作アイコンが被験者に押下さ
れたことを検出した場合に、被験者が操作ボタン又は操作アイコンを注視する方向を、被
験者の注視方向として仮定してよい。
【０００８】
　上記の視線検出装置において、上記の視線計測装置は、被験者の顔の向きを検出する顔
方向検出部を備えてよい。上記の視線検出装置において、仮定部は、顔方向検出部が検出
した被験者の顔の向きを、被験者の注視方向として仮定してよい。
【０００９】
　上記の視線検出装置は、第１方向及び第２方向に基づいて、被験者の注視方向を推定す
る注視方向推定部における推定処理に利用される推定パラメータを決定する推定パラメー
タ決定部を備えてよい。上記の視線検出装置において、推定パラメータ決定部は、第１判
定部が利き目と判定した眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響が、他方の眼の視
線の方向が注視方向の推定に与える影響よりも大きくなるように、推定パラメータを決定
してよい。
【００１０】
　上記の視線検出装置は、第１方向及び第２方向を比較して、記第１方向及び第２方向の
なす角度が、予め定められた方向条件を満足するか否かを判定する第２判定部を備えてよ
い。上記の視線検出装置において、推定パラメータ決定部は、第２判定部が、記第１方向
及び第２方向のなす角度が、方向条件を満足すると判定した場合、第１判定部が利き目と
判定した眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響が、他方の眼の視線の方向が注視
方向の推定に与える影響よりも大きくなるように、推定パラメータを決定してよい。
【００１１】
　上記の視線検出装置において、推定パラメータ決定部は、第２判定部が、記第１方向及
び第２方向のなす角度が、方向条件を満足すると判定した場合、第１判定部が利き目では
ないと判定した眼の視線の方向が、注視方向の推定に用いられないように、推定パラメー
タを決定してよい。上記の視線検出装置において、推定パラメータ決定部は、第２判定部
が、記第１方向及び第２方向のなす角度が、方向条件を満足しないと判定した場合、第１
判定部が利き目と判定した眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響と、他方の眼の
視線の方向が注視方向の推定に与える影響とが略等しくなるように、推定パラメータを決
定してよい。上記の視線検出装置は、視線計測装置を備えてよい。
【００１２】
　本発明の第２の態様においては、プログラムが提供される。上記のプログラムを格納す
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る非一時的コンピュータ可読媒体が提供されてもよい。上記のプログラムは、コンピュー
タを、上記の視線検出装置として機能させるためのプログラムであってよい。上記のプロ
グラムは、コンピュータに、上記の視線検出装置における情報処理方法を実行させるため
のプログラムであってよい。
【００１３】
　本発明の第３の態様においては、視線検出方法が提供される。上記の視線検出方法は、
例えば、被験者の第１の眼の視線の方向である第１方向を決定する第１方向決定段階を有
する。上記の視線検出方法は、例えば、被験者の第２の眼の視線の方向である第２方向を
決定する第２方向決定段階を有する。上記の視線検出方法は、例えば、（ｉ）被験者の視
線を計測する視線計測装置の配された機器に対する被験者の操作、（ｉｉ）機器の状態、
及び、（ｉｉｉ）被験者の顔の向きの少なくとも１つに基づいて、被験者の注視方向を仮
定する仮定段階を有する。上記の視線検出方法は、例えば、仮定された注視方向、第１方
向及び第２方向を比較して、第１の眼及び第２の眼の何れが利き目であるかを判定する第
１判定段階を有する。上記の視線検出方法において、第１判定段階は、例えば、仮定され
た注視方向及び第１方向のなす角度の絶対値が、仮定された注視方向及び第２方向のなす
角度の絶対値よりも小さい場合、第１の眼が利き目であると判定する段階を含む。上記の
視線検出方法において、第１判定段階は、例えば、仮定された注視方向及び第２方向のな
す角度の絶対値が、仮定された注視方向及び第１方向のなす角度の絶対値よりも小さい場
合、第２の眼が利き目であると判定する段階を含む。
【００１４】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】対話型エージェントシステム１００のシステム構成の一例を概略的に示す。
【図２】車両１１０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図３】入出力制御部２７２の内部構成の一例を概略的に示す。
【図４】イベント検出部３４０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図５】起動イベント検出部４３０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図６】応答管理部３５０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図７】エージェント情報格納部３６０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図８】支援サーバ１２０の内部構成の一例を概略的に示す。
【図９】要求決定部８４２の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１０】応答情報生成部８４６の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１１】ユーザ２０の視線の方向の一例を概略的に示す。
【図１２】ユーザ２０の視線の方向の一例を概略的に示す。
【図１３】校正部４１４の内部構成の一例を概略的に示す。
【図１４】判定部１２４６の内部構成の一例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一
または類似の部分には同一の参照番号を付して、重複する説明を省く場合がある。
【００１７】
　［対話型エージェントシステム１００の概要］
　図１は、対話型エージェントシステム１００のシステム構成の一例を概略的に示す。本
実施形態において、対話型エージェントシステム１００は、車両１１０と、支援サーバ１
２０とを備える。本実施形態において、車両１１０は、応答システム１１２と、通信シス
テム１１４とを有する。



(7) JP 2020-80074 A 2020.5.28

10

20

30

40

50

【００１８】
　対話型エージェントシステム１００は、要求処理装置の一例であってよい。車両１１０
又は車両１１０に搭載された情報出力機器は、エージェント装置の一例であってよい。応
答システム１１２は、エージェント装置の一例であってよい。支援サーバ１２０は、中継
装置の一例であってよい。
【００１９】
　本実施形態において、車両１１０及び支援サーバ１２０は、通信ネットワーク１０を介
して、互いに情報を送受することができる。また、車両１１０と、車両１１０のユーザ２
０が利用する通信端末３０とが、通信ネットワーク１０を介して情報を送受してもよく、
支援サーバ１２０と、通信端末３０とが、通信ネットワーク１０を介して情報を送受して
もよい。
【００２０】
　本実施形態において、通信ネットワーク１０は、有線通信の伝送路であってもよく、無
線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路及び有線通信の伝送路の組み合わせで
あってもよい。通信ネットワーク１０は、無線パケット通信網、インターネット、Ｐ２Ｐ
ネットワーク、専用回線、ＶＰＮ、電力線通信回線などを含んでもよい。通信ネットワー
ク１０は、（ｉ）携帯電話回線網などの移動体通信網を含んでもよく、（ｉｉ）無線ＭＡ
Ｎ（例えば、ＷｉＭＡＸ（登録商標）である。）、無線ＬＡＮ（例えば、ＷｉＦｉ（登録
商標）である。）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＮＦ
Ｃ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの無線通信網を含んでも
よい。
【００２１】
　本実施形態において、ユーザ２０は、車両１１０の利用者であってよい。ユーザ２０は
、車両１１０の運転者であってもよく、当該運転者の同乗者であってもよい。ユーザ２０
は、車両１１０の所有者であってもよく、車両１１０の占有者であってもよい。車両１１
０の占有者は、車両１１０のレンタルサービス又はシェアサービスの利用者であってもよ
い。
【００２２】
　本実施形態において、通信端末３０は、車両１１０及び支援サーバ１２０の少なくとも
一方と情報を送受することができればよく、その詳細については特に限定されない。通信
端末３０としては、パーソナルコンピュータ、携帯端末などが例示される。携帯端末とし
ては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、タブレット、ノートブック・コンピュータ又
はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・コンピュータなどが例示される。
【００２３】
　通信端末３０は、１又は複数の通信方式に対応していてもよい。通信方式としては、移
動体通信方式、無線ＭＡＮ方式、無線ＬＡＮ方式、無線ＰＡＮ方式などが例示される。移
動体通信方式としては、ＧＳＭ（登録商標）方式、３Ｇ方式、ＬＴＥ方式、４Ｇ方式、５
Ｇ方式などが例示される。無線ＭＡＮ方式としては、ＷｉＭＡＸ（登録商標）が例示され
る。無線ＬＡＮ方式としては、ＷｉＦｉ（登録商標）が例示される。無線ＰＡＮ方式とし
ては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ
　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などが例示される。
【００２４】
　本実施形態において、対話型エージェントシステム１００は、ユーザ２０の音声及びジ
ェスチャの少なくとも一方により示される要求を取得し、当該要求に応じた処理を実行す
る。ジェスチャとしては、身振り、手振り、仕草、顔の向き、視線の向き、顔の表情など
が例示される。また、対話型エージェントシステム１００は、上記の処理の結果をユーザ
２０に伝達する。対話型エージェントシステム１００は、対話型エージェントシステム１
００のインタフェースとして機能するエージェントと、ユーザ２０との間の対話型のイン
ストラクションを介して、上記の要求の取得及び結果の伝達を実行してよい。
【００２５】
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　エージェントは、ユーザ２０への情報の伝達に利用される。ユーザ２０と、エージェン
トとのインタラクションにより、言語情報だけでなく、非言語情報も伝達され得る。これ
により、より円滑な情報伝達が達成され得る。エージェントは、ソフトウエアエージェン
トであってもよく、ハードウエアエージェントであってもよい。なお、エージェントは、
ＡＩアシスタントと称される場合もある。
【００２６】
　ソフトウエアエージェントは、コンピュータにより実現される擬人化エージェントであ
ってよい。上記のコンピュータは、通信端末３０及び車両１１０の少なくとも一方に搭載
されたコンピュータであってよい。擬人化エージェントは、例えば、コンピュータの表示
装置又は投影装置上に表示又は投影され、ユーザ２０とコミュニケーションを図ることが
できる。擬人化エージェントは、音声により、ユーザ２０とコミュニケーションを図って
もよい。ハードウエアエージェントは、ロボットであってよい。ロボットは、ヒューマノ
イド型のロボットであってもよく、ペット型のロボットであってもよい。
【００２７】
　エージェントは、顔を有してもよい。「顔」には、人間又は動物の顔だけでなく、顔の
同等物が含まれてもよい。顔の同等物は、顔と同様の機能を有するものであってよい。顔
の機能としては、感情を伝達する機能、注視点を示す機能などが例示される。
【００２８】
　エージェントは、目を有してもよい。「目」には、人間又は動物の眼だけでなく、眼の
同等物が含まれてもよい。眼の同等物は、眼と同様の機能を有するものであってよい。眼
の機能としては、感情を伝達する機能、注視点を示す機能などが例示される。
【００２９】
　なお、「対話」には、言語情報によるコミュニケーションだけでなく、非言語情報によ
るコミュニケーションが含まれてよい。言語情報によるコミュニケーションとしては、（
ｉ）会話、（ｉｉ）手話、（ｉｉｉ）ジェスチャと、当該ジェスチャによる伝達内容とが
予め定義されたサイン又はサイン音などが例示される。非言語情報によるコミュニケーシ
ョンとしては、身振り、手振り、仕草、顔の向き、視線の向き、顔の表情などが例示され
る。
【００３０】
　本実施形態において、対話型エージェントシステム１００は、支援サーバ１２０に実装
された対話エンジン（図示されていない。クラウド型対話エンジンと称される場合がある
。）を利用して、ユーザ２０の要求に対して応答する。なお、他の実施形態において、対
話型エージェントシステム１００は、応答システム１１２に実装された対話エンジン（図
示されていない。ローカル型対話エンジンと称される場合がある。）と、支援サーバ１２
０に実装されたクラウド型対話エンジンとを備えてもよい。
【００３１】
　ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンは、物理的に異なる対話エンジン
であってよい。ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンは、性能の異なる対
話エンジンであってよい。一実施形態において、ローカル型対話エンジンが認識できる要
求の種類の数は、クラウド型対話エンジンが認識できる要求の種類の数よりも少ない。他
の実施形態において、ローカル型対話エンジンが処理できる要求の種類の数は、クラウド
型対話エンジンが認識できる処理の種類の数よりも少ない。
【００３２】
　対話型エージェントシステム１００は、車両１１０及び支援サーバ１２０の間の通信状
態に基づいて、ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンの何れの対話エンジ
ンを利用するかを決定してもよい。例えば、通信状態が比較的良好である場合、対話型エ
ージェントシステム１００は、クラウド型対話エンジンを利用して、ユーザ２０の要求に
応答する。一方、通信状態が比較的不良である場合、対話型エージェントシステム１００
は、ローカル型対話エンジンを利用して、ユーザ２０の要求に応答する。これにより、車
両１１０及び支援サーバ１２０の間の通信状態に応じて、ローカル型対話エンジンと、ク
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ラウド型対話エンジンとが切り替えられ得る。
【００３３】
　対話型エージェントシステム１００は、応答システム１１２の状態に基づいて、エージ
ェントの様態を決定してよい。これにより、応答システム１１２の状態に応じて、エージ
ェントの様態が切り替わり得る。応答システム１１２の状態としては、（ｉ）応答システ
ム１１２が停止している状態（ＯＦＦ状態と称される場合がある）、（ｉｉ）応答システ
ム１１２が作動している状態（ＯＮ状態と称される場合がある）であって、対話エンジン
による応答処理を開始するための要求（起動要求と称される場合がある。）を待ち受けて
いる状態（スタンバイ状態と称される場合がある。）、（ｉｉｉ）ＯＮ状態であって、対
話エンジンによる応答処理が実行されている状態（起動状態と称される場合がある。）な
どが例示される。
【００３４】
　スタンバイ状態は、起動要求を受け付け、当該起動要求を処理するための状態であって
もよい。起動状態は、エージェントを介して起動要求以外の要求を処理するための状態で
あってもよい。
【００３５】
　起動要求は、エージェントを起動させるための要求であってもよく、エージェントを介
した応答処理を開始するための要求であってもよく、対話エンジンの音声認識機能又はジ
ェスチャ認識機能を起動又は有効化するための要求であってもよい。起動要求は、応答シ
ステム１１２の状態を、スタンバイ状態から起動状態に変更するための要求であってよい
。起動要求は、起動ワード、トリガーフレーズなどと称される場合がある。起動要求は、
音声に限定されない。起動要求は、予め定められたジェスチャであってもよく、起動要求
を入力するための操作がなされたことであってもよい。
【００３６】
　上記の応答システム１１２の状態の少なくとも１つは、さらに細分化されていてもよい
。例えば、対話エンジンによる応答処理が実行されている状態は、ローカル型対話エンジ
ンがユーザ２０の要求を処理している状態と、クラウド型対話エンジンがユーザ２０の要
求を処理している状態とに細分化され得る。これにより、例えば、対話型エージェントシ
ステム１００は、ローカル型対話エンジンがユーザ２０の要求を処理している場合と、ク
ラウド型対話エンジンがユーザ２０の要求を処理している場合とで、エージェントの様態
を切り替えることができる。
【００３７】
　エージェントの様態としては、エージェントとして利用されるキャラクタの種類、当該
キャラクタの外観、当該キャラクタの声、及び、インタラクションの様態の少なくとも１
つが例示される。キャラクタとしては、実在する人物、動物又は物体をモデルにしたキャ
ラクタ、歴史上の人物、動物又は物体をモデルにしたキャラクタ、架空の又は空想上の人
物、動物又は物体をモデルにしたキャラクタなどが例示される。上記の物体は、有体物で
あってもよく、無体物であってもよい。キャラクタは、上記の人物、動物又は物体の一部
をモデルにしたキャラクタであってもよい。
【００３８】
　外観としては、（ｉ）形状、模様、色彩及びこれらの組み合わせ、（ｉｉ）デフォルメ
、誇張又は変形の手法及び程度、並びに、（ｉｉｉ）画像の画風の少なくとも１つが例示
される。形状としては、容姿、髪型、服装、アクセサリ、表情及び姿勢の少なくとも１つ
が例示される。デフォルメの手法としては、頭身比率の変更、パーツの配置の変更、パー
ツの簡素化などが例示される。画風としては、画像全体の色合い、タッチなどが例示され
る。タッチとしては、写実的なタッチ、イラスト風のタッチ、漫画風のタッチ、アメリカ
ンコミック風のタッチ、劇画風のタッチ、シリアスなタッチ、コメディ調のタッチなどが
例示される。
【００３９】
　例えば、同一のキャラクタであっても、年齢によって外観が異なる場合がある。幼少期
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、青年期、壮年期、中年期、老年期、及び、晩年期の少なくとも２つにおいて、キャラク
タの外観が異なってもよい。また、同一のキャラクタであっても、デフォルメの程度が進
行するにつれて、外観が幼く見える場合がある。例えば、同一のキャラクタの外観の画像
であって、頭身比率の異なる２つの画像を比較すると、頭身比率が小さい画像中のキャラ
クタは、頭身比率が大きい画像中のキャラクタよりも幼く見える。
【００４０】
　声としては、声質、声色（トーンと称される場合がある）、及び、声の高さ（ピッチと
称される場合がある）の少なくとも１つが例示される。インタラクションの様態としては
、応答時の話し方及び仕草の少なくとも一方が例示される。話し方としては、声量、口調
、テンポ、１回あたりの発話の長さ、間の取り方、抑揚のつけ方、強弱のつけ方、相槌の
打ち方、癖、及び、話題の展開方法の少なくとも１つが例示される。なお、ユーザ２０及
びエージェントの間のインタラクションが手話により実現される場合の話し方の具体例は
、ユーザ２０及びエージェントの間のインタラクションが会話により実現される場合の話
し方の具体例と同様であってよい。
【００４１】
　なお、本実施形態においては、応答システム１１２が車両１１０に実装された対話型の
車両用運転支援装置である場合を例として、対話型エージェントシステム１００の詳細が
説明される。しかしながら、対話型エージェントシステム１００は本実施形態に限定され
ない。他の実施形態において、応答システム１１２が実装される機器は車両に限定されな
い。応答システム１１２は、据付式の機器、移動式の機器（移動体と称される場合がある
）、又は、携帯式若しくは可搬式の機器に実装されてよい。応答システム１１２は、情報
を出力する機能と、通信機能とを備えた機器に実装されることが好ましい。例えば、応答
システム１１２は、通信端末３０に実装され得る。応答システム１１２が実装された機器
は、エージェント装置、制御装置及び要求処理装置の一例であってよい。
【００４２】
　据付式の機器としては、デスクトップ型のＰＣ、テレビ、スピーカ、冷蔵庫などの電化
製品が例示される。移動式の機器としては、車両、作業機械、船舶、飛行体などが例示さ
れる。携帯式若しくは可搬式の機器としては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、タブ
レット、ノートブック・コンピュータ又はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・
コンピュータ、モバイルバッテリなどが例示される。
【００４３】
　［対話型エージェントシステム１００の各部の概要］
　本実施形態において、車両１１０は、ユーザ２０の移動に利用される。車両１１０とし
ては、自動車、自動二輪車などが例示される。自動二輪車としては、（ｉ）バイク、（ｉ
ｉ）三輪バイク、（ｉｉｉ）セグウェイ（登録商標）、動力ユニット付きキックボード（
登録商標）、動力ユニット付きスケートボードのような、動力ユニットを有する立ち乗り
二輪車などが例示される。
【００４４】
　本実施形態において、応答システム１１２は、ユーザ２０の音声及びジェスチャの少な
くとも一方により示される要求を取得する。応答システム１１２は、上記の要求に応じた
処理を実行する。また、応答システム１１２は、上記の処理の結果をユーザ２０に伝達す
る。
【００４５】
　一実施形態において、応答システム１１２は、（ｉ）ユーザ２０が車両１１０に搭載さ
れた機器に入力した要求、又は、（ｉｉ）ユーザ２０が通信端末３０に搭載された機器に
入力した要求を取得する。応答システム１１２は、ユーザ２０が通信端末３０に搭載され
た機器に入力した要求を、通信システム１１４を介して取得してよい。応答システム１１
２は、車両１１０に搭載された情報出力機器を介して、上記の要求に対する応答を、ユー
ザ２０に提示する。
【００４６】
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　他の実施形態において、応答システム１１２は、（ｉ）ユーザ２０が車両１１０に搭載
された機器に入力した要求、又は、（ｉｉ）ユーザ２０が通信端末３０に搭載された機器
に入力した要求を取得する。応答システム１１２は、ユーザ２０が通信端末３０に搭載さ
れた機器に入力した要求を、通信システム１１４を介して取得してよい。応答システム１
１２は、上記の要求に対する応答を、通信システム１１４を介して通信端末３０に送信す
る。通信端末３０は、応答システム１１２から取得した情報を、ユーザ２０に提示する。
【００４７】
　応答システム１１２は、ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンの少なく
とも一方を利用して、ユーザ２０からの要求に応答してよい。応答システム１１２は、ロ
ーカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンの何れの対話エンジンを利用して上記
の要求に応答するかを決定してよい。例えば、応答システム１１２は、車両１１０及び支
援サーバ１２０の間の通信状態に基づいて、ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話
エンジンの何れの対話エンジンを利用するかを決定する。
【００４８】
　応答システム１１２は、ローカル型対話エンジンのユーザインタフェースとして機能し
てよい。応答システム１１２は、クラウド型対話エンジンのユーザインタフェースとして
機能してよい。
【００４９】
　本実施形態において、通信システム１１４は、通信ネットワーク１０を介して、車両１
１０と、支援サーバ１２０との間で情報を送受する。通信システム１１４は、有線通信又
は近距離無線通信により、車両１１０と、通信端末３０との間で情報を送受してもよい。
【００５０】
　例えば、通信システム１１４は、応答システム１１２がユーザ２０から取得したユーザ
２０に関する情報を、支援サーバ１２０に送信する。通信システム１１４は、通信端末３
０がユーザ２０から取得したユーザ２０に関する情報を、支援サーバ１２０に送信してよ
い。通信システム１１４は、車両１１０に搭載された機器から車両１１０に関する情報を
取得し、車両１１０に関する情報を支援サーバ１２０に送信してよい。通信システム１１
４は、通信端末３０から通信端末３０に関する情報を取得し、通信端末３０に関する情報
を支援サーバ１２０に送信してもよい。
【００５１】
　また、通信システム１１４は、クラウド型対話エンジンが出力した情報を、支援サーバ
１２０から受信する。通信システム１１４は、クラウド型対話エンジンが出力した情報を
、応答システム１１２に転送する。通信システム１１４は、応答システム１１２が出力し
た情報を、通信端末３０に送信してもよい。
【００５２】
　本実施形態において、支援サーバ１２０は、支援サーバ１２０のコンピュータを、クラ
ウド型対話エンジンとして機能させるためのプログラムを実行する。これにより、支援サ
ーバ１２０の上で、クラウド型対話エンジンが動作する。
【００５３】
　本実施形態において、支援サーバ１２０は、通信ネットワーク１０を介して、ユーザ２
０の音声及びジェスチャの少なくとも一方により示される要求を取得する。支援サーバ１
２０は、上記の要求に応じた処理を実行する。また、支援サーバ１２０は、通信ネットワ
ーク１０を介して、上記の処理の結果を応答システム１１２に通知する。
【００５４】
　［対話型エージェントシステム１００の各部の具体的な構成］
　対話型エージェントシステム１００の各部は、ハードウエアにより実現されてもよく、
ソフトウエアにより実現されてもよく、ハードウエア及びソフトウエアにより実現されて
もよい。対話型エージェントシステム１００の各部は、その少なくとも一部が、単一のサ
ーバによって実現されてもよく、複数のサーバによって実現されてもよい。対話型エージ
ェントシステム１００の各部は、その少なくとも一部が、仮想マシン上又はクラウドシス
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テム上で実現されてもよい。対話型エージェントシステム１００の各部は、その少なくと
も一部が、パーソナルコンピュータ又は携帯端末によって実現されてもよい。携帯端末と
しては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、タブレット、ノートブック・コンピュータ
又はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・コンピュータなどが例示される。対話
型エージェントシステム１００の各部は、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術又は分
散型ネットワークを利用して、情報を格納してもよい。
【００５５】
　対話型エージェントシステム１００を構成する構成要素の少なくとも一部がソフトウエ
アにより実現される場合、当該ソフトウエアにより実現される構成要素は、一般的な構成
の情報処理装置において、当該構成要素に関する動作を規定したプログラムを起動するこ
とにより実現されてよい。上記の情報処理装置は、例えば、（ｉ）ＣＰＵ、ＧＰＵなどの
プロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信インタフェースなどを有するデータ処理装置と、（ｉ
ｉ）キーボード、タッチパネル、カメラ、マイク、各種センサ、ＧＰＳ受信機などの入力
装置と、（ｉｉｉ）表示装置、スピーカ、振動装置などの出力装置と、（ｉｖ）メモリ、
ＨＤＤなどの記憶装置（外部記憶装置を含む。）とを備える。
【００５６】
　上記の情報処理装置において、上記のデータ処理装置又は記憶装置は、プログラムを格
納してよい。上記のプログラムは、非一時的なコンピュータ可読記録媒体に格納されてよ
い。上記のプログラムは、プロセッサによって実行されることにより、上記の情報処理装
置に、当該プログラムによって規定された動作を実行させる。
【００５７】
　プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、メモリ、ハードディスクなどのコンピ
ュータ読み取り可能な媒体に記憶されていてもよく、ネットワークに接続された記憶装置
に記憶されていてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体又はネットワ
ークに接続された記憶装置から、対話型エージェントシステム１００の少なくとも一部を
構成するコンピュータにインストールされてよい。プログラムが実行されることにより、
コンピュータが、対話型エージェントシステム１００の各部の少なくとも一部として機能
してもよい。
【００５８】
　コンピュータを対話型エージェントシステム１００の各部の少なくとも一部として機能
させるプログラムは、対話型エージェントシステム１００の各部の動作を規定したモジュ
ールを備えてよい。これらのプログラム又はモジュールは、データ処理装置、入力装置、
出力装置、記憶装置等に働きかけて、コンピュータを対話型エージェントシステム１００
の各部として機能させたり、コンピュータに対話型エージェントシステム１００の各部に
おける情報処理方法を実行させたりする。
【００５９】
　プログラムに記述された情報処理は、当該プログラムがコンピュータに読込まれること
により、当該プログラムに関連するソフトウエアと、対話型エージェントシステム１００
の各種のハードウエア資源とが協働した具体的手段として機能する。そして、上記の具体
的手段が、本実施形態におけるコンピュータの使用目的に応じた情報の演算又は加工を実
現することにより、当該使用目的に応じた対話型エージェントシステム１００が構築され
る。
【００６０】
　［車両１１０の各部の概要］
　図２は、車両１１０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、車両１１
０は、入力部２１０と、出力部２２０と、通信部２３０と、センス部２４０と、駆動部２
５０と、付帯設備２６０と、制御部２７０とを備える。本実施形態において、制御部２７
０は、入出力制御部２７２と、車両制御部２７４と、通信制御部２７６とを有する。本実
施形態において、応答システム１１２は、入力部２１０、出力部２２０及び入出力制御部
２７２により構成される。また、通信システム１１４は、通信部２３０及び通信制御部２
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７６により構成される。
【００６１】
　出力部２２０は、画像出力部の一例であってよい。通信部２３０は、要求送信部の一例
であってよい。制御部２７０は、制御装置及び求処理装置の一例であってよい。入出力制
御部２７２は、制御装置の一例であってよい。
【００６２】
　本実施形態において、入力部２１０は、情報の入力を受け付ける。例えば、入力部２１
０は、ユーザ２０からの要求を受け付ける。入力部２１０は、通信端末３０を介して、ユ
ーザ２０からの要求を受け付けてもよい。
【００６３】
　一実施形態において、入力部２１０は、車両１１０の操作に関する要求を受け付ける。
車両１１０の操作に関する要求としては、センス部２４０の操作又は設定に関する要求、
駆動部２５０の操作又は設定に関する要求、付帯設備２６０の操作又は設定に関する要求
などが例示される。設定に関する要求としては、設定を変更するための要求、設定を確認
するための要求などが例示される。他の実施形態において、入力部２１０は、ユーザ２０
の音声及びジェスチャの少なくとも一方により示される要求を受け付ける。
【００６４】
　入力部２１０としては、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル、操作ボ
タン、マイク、カメラ、センサ、３次元スキャナ、視線計測器、ハンドル、アクセル、ブ
レーキ、シフトレバーなどが例示される。入力部２１０は、ナビゲーション装置の一部を
構成してよい。
【００６５】
　本実施形態において、出力部２２０は情報を出力する。出力部２２０は、例えば、ユー
ザ２０からの要求に対する対話型エージェントシステム１００の応答を、ユーザ２０に提
示する。出力部２２０は、通信端末３０を介して、上記の応答をユーザ２０に提示しても
よい。出力部２２０としては、画像出力装置、音声出力装置、振動発生装置、超音波発生
装置などが例示される。出力部２２０は、ナビゲーション装置の一部を構成してよい。
【００６６】
　画像出力装置は、エージェントの画像を表示又は投影する。画像は、静止画像であって
もよく、動画像（映像と称される場合がある。）であってもよい。画像は、平面画像であ
ってもよく、立体画像であってもよい。立体画像の方式は、特に限定されるものではない
が、２眼立体方式、インテグラル方式、ホログラフィー方式などが例示される。
【００６７】
　画像出力装置としては、表示装置、投影装置、印刷装置などが例示される。音声出力装
置としては、スピーカ、ヘッドホン、イヤホンなどが例示される。スピーカは、指向性を
有してもよく、指向性の向きを調整又は変更する機能を有してもよい。
【００６８】
　本実施形態において、通信部２３０は、通信ネットワーク１０を介して、車両１１０と
、支援サーバ１２０との間で情報を送受する。通信部２３０は、有線通信又は近距離無線
通信により、車両１１０と、通信端末３０との間で情報を送受してもよい。通信部２３０
は、１又は複数の通信方式に対応していてもよい。
【００６９】
　本実施形態において、センス部２４０は、車両１１０の状態を検出又は監視する１又は
複数のセンサを含む。１又は複数のセンサのそれぞれは、任意の内界センサであってもよ
く、任意の外界センサであってもよい。１又は複数のセンス部２４０の少なくとも一部は
、入力部２１０として利用されてもよい。例えば、センス部２４０は、車両１１０の内部
を撮像するカメラ、車両１１０の内部の音声を収集するマイク、車両１１０の外部を撮像
するカメラ、及び、車両１１０の外部の音声を収集するマイクの少なくとも１つを含む。
上記のカメラ又はマイクは、入力部２１０として利用されてよい。
【００７０】
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　車両１１０の状態としては、速度、加速度、傾斜、振動、騒音、駆動部２５０の作動状
況、付帯設備２６０の作動状況、安全装置の作動状況、自動運転装置の作動状況、異常の
発生状況、現在位置、移動経路、外気の温度、外気の湿度、外気の圧力、内部空間の温度
、内部空間の湿度、内部空間の圧力、周囲の物体との相対位置、周囲の物体との相対速度
などが例示される。安全装置としては、ＡＢＳ（Ａｎｔｉｌｏｃｋ　Ｂｒａｋｅ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）、エアバッグ、自動ブレーキ、衝突回避装置などが例示される。
【００７１】
　本実施形態において、駆動部２５０は、車両１１０を駆動する。駆動部２５０は、制御
部２７０からの命令に応じて、車両１１０を駆動してよい。駆動部２５０は、内燃機関に
よって動力を発生させてもよく、電動機によって動力を発生させてもよい。
【００７２】
　本実施形態において、付帯設備２６０は、車両１１０に搭載される機器のうち、駆動部
２５０以外の機器であってよい。付帯設備２６０は、制御部２７０からの命令に従って作
動してよい。付帯設備２６０は、ユーザ２０の操作に従って作動してもよい。付帯設備２
６０としては、保安機器、座席調整機器、施錠管理機器、窓開閉機器、照明機器、空調機
器、ナビゲーション機器、音響機器、映像機器などが例示される。
【００７３】
　本実施形態において、制御部２７０は、車両１１０の各部を制御する。制御部２７０は
、応答システム１１２を制御してもよい。制御部２７０は、通信システム１１４を制御し
てもよい。制御部２７０は、入力部２１０、出力部２２０、通信部２３０、センス部２４
０、駆動部２５０及び付帯設備２６０の少なくとも１つを制御してもよい。また、制御部
２７０の各部は、互いに情報を送受してよい。
【００７４】
　本実施形態において、入出力制御部２７２は、車両１１０における情報の入出力を制御
する。例えば、入出力制御部２７２は、ユーザ２０と、車両１１０との間における情報の
伝達を制御する。入出力制御部２７２は、入力部２１０及び出力部２２０の少なくとも一
方の動作を制御してよい。入出力制御部２７２は、応答システム１１２の動作を制御して
もよい。
【００７５】
　例えば、入出力制御部２７２は、入力部２１０を介して、ユーザ２０からの要求を含む
情報を取得する。入出力制御部２７２は、上記の要求に対する応答を決定する。入出力制
御部２７２は、応答の内容及び様態の少なくとも一方を決定してよい。入出力制御部２７
２は、上記の応答に関する情報を出力する。一実施形態において、入出力制御部２７２は
、出力部２２０を介して、上記の応答を含む情報をユーザ２０に提示する。他の実施形態
において、入出力制御部２７２は、通信部２３０を介して、上記の応答を含む情報を通信
端末３０に送信する。通信端末３０は、上記の応答を含む情報をユーザ２０に提示する。
【００７６】
　入出力制御部２７２は、ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンのすくな
くとも一方を利用して、上記の要求に対する応答を決定してよい。これにより、入出力制
御部２７２は、応答システム１１２を、ローカル型対話エンジンのユーザインタフェース
として機能させることができる。また、入出力制御部２７２は、応答システム１１２を、
クラウド型対話エンジンのユーザインタフェースとして機能させることができる。
【００７７】
　入出力制御部２７２は、車両１１０及び支援サーバ１２０の間の通信状態を示す情報（
通信情報と称される場合がある。）に基づいて、ローカル型対話エンジン及びクラウド型
対話エンジンの何れの対話エンジンにおける処理の実行結果に基づいて応答するかを決定
してもよい。なお、入出力制御部２７２は、複数のローカル型対話エンジンを利用しても
よく、複数のクラウド型対話エンジンを利用してもよい。この場合、入出力制御部２７２
は、少なくとも通信情報に基づいて、どの対話エンジンにおける処理の実行結果に基づい
て応答するかを決定してよい。入出力制御部２７２は、発話者又は運転者に応じて、どの
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対話エンジンにおける処理の実行結果に基づいて応答するかを決定してもよい。入出力制
御部２７２は、同乗者の有無に応じて、どの対話エンジンにおける処理の実行結果に基づ
いて応答するかを決定してもよい。
【００７８】
　入出力制御部２７２は、例えば、通信制御部２７６から、通信情報を取得する。なお、
通信情報は、（ｉ）通信部２３０、入出力制御部２７２又は通信制御部２７６と、支援サ
ーバ１２０との間の通信状態を示す情報であってもよく、（ｉｉ）通信部２３０、入出力
制御部２７２又は通信制御部２７６と、通信ネットワーク１０との間の通信状態を示す情
報であってもよく、（ｉｉｉ）通信ネットワーク１０の通信状態を示す情報であってもよ
く、（ｉｖ）通信ネットワーク１０と、支援サーバ１２０との間の通信状態を示す情報で
あってもよく、（ｖ）車両１１０及び支援サーバ１２０の少なくとも一方における通信障
害の有無を示す情報であってもよい。
【００７９】
　入出力制御部２７２は、１又は複数のイベントの発生を検出し、検出されたイベントの
種類に基づいて、応答システム１１２の動作を制御してもよい。一実施形態において、入
出力制御部２７２は、起動要求の入力を検出する。起動要求の入力が検出された場合、入
出力制御部２７２は、例えば、応答システム１１２の状態を、スタンバイ状態から起動状
態に変更することを決定する。
【００８０】
　他の実施形態において、入出力制御部２７２が、ユーザ２０の通信端末３０にメッセー
ジを送信すべきイベント（伝言イベントと称される場合がある。）の発生を検出する。伝
言イベントの発生が検出された場合、入出力制御部２７２は、例えば、通信ネットワーク
１０を介して、ユーザ２０の通信端末３０に音声メッセージを送信することを決定する。
【００８１】
　一実施形態において、音声メッセージは、音声通話サービス又はIP電話サービスを利用
して、通信端末３０に送信される。他の実施形態において、音声メッセージは、メールサ
ービス、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、メッセンジャーサービスなどを利用
して、音声データの電子ファイルとして、通信端末３０に送信される。
【００８２】
　入出力制御部２７２は、ユーザ２０からの要求に応答するときのエージェントの様態を
制御してよい。一実施形態において、入出力制御部２７２は、通信情報に基づいて、エー
ジェントの様態を制御する。例えば、入出力制御部２７２は、車両１１０及び支援サーバ
１２０の間の通信状態が予め定められた条件を満足する場合と、車両１１０及び支援サー
バ１２０の間の通信状態が上記の条件を満足しない場合とで、エージェントの様態を切り
替える。予め定められた条件は、通信状態が予め定められた特定の状態よりも良好である
という条件であってよい。
【００８３】
　他の実施形態において、入出力制御部２７２は、ユーザ２０からの要求を処理した対話
エンジンを示す情報に基づいて、エージェントの様態を制御する。例えば、入出力制御部
２７２は、ローカル型対話エンジンにおける処理の実行結果に基づいて応答する場合と、
クラウド型対話エンジンにおける処理の実行結果に基づいて応答する場合とで、エージェ
ントの様態を切り替える。なお、上述のとおり、通信情報に基づいて、どの対話エンジン
における処理の実行結果に基づいて応答するかが決定されてもよい。
【００８４】
　他の実施形態において、入出力制御部２７２は、（ｉ）ユーザ２０による要求の伝達手
段を示す情報、（ｉｉ）ユーザ２０による要求の伝え方を示す情報、並びに、（ｉｉｉ）
要求伝達時のユーザ２０の心理状態、覚醒状態及び健康状態の少なくとも１つを示す情報
の少なくとも１つに基づいて、エージェントの様態を制御する。要求の伝達手段としては
、発話、手話、手話以外のジェスチャなどが例示される。手話以外のジェスチャとしては
、手又は指の動作により定義されたサイン、頭部の動作により定義されたサイン、視線に
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より定義されたサイン、顔表情により定義されたサインなどが例示される。
【００８５】
　要求の伝え方としては、要求伝達時のユーザ２０の様子、要求の伝達に要した時間の長
さ、要求の明確性の程度などが例示される。要求伝達時のユーザ２０の様子としては、（
ｉ）発話又は手話の口調、癖、テンポ、及び、間の取り方、（ｉｉ）発話のアクセント、
イントネーション、及び、声量、（ｉｉｉ）エージェント又は出力部２２０と、ユーザと
の相対位置、並びに、（ｉｖ）注視点の位置の少なくとも１つが例示される。要求の明確
性の程度としては、要求が端的に伝達されているか否か、要求を伝達するためのメッセー
ジが冗長的であるか否かなどが例示される。
【００８６】
　さらに他の実施形態において、入出力制御部２７２は、車両１１０の状態を示す情報に
基づいて、エージェントの様態を制御する。車両１１０の状態は、車両１１０の移動状態
、車両１１０の各部の動作状態、及び、車両１１０の内部空間の状態の少なくとも１つで
あってよい。
【００８７】
　車両１１０の移動状態としては、現在位置、移動経路、速度、加速度、傾斜、振動、騒
音、渋滞の有無又は程度、連続運転時間、急加速の有無又は頻度、急減速の有無又は頻度
などが例示される。車両１１０の各部の動作状態としては、駆動部２５０の作動状況、付
帯設備２６０の作動状況、安全装置の作動状況、自動運転装置の作動状況などが例示され
る。作動状況としては、正常動作中、停止中、メンテナンス中、異常発生中などが例示さ
れる。作動状況には、特定の機能の作動の有無又は頻度が含まれてもよい。車両１１０の
内部空間の状態としては、内部空間の温度、湿度、圧力、特定の化学物質の濃度、内部空
間に存在するユーザ２０の人数、内部空間に存在する複数のユーザ２０の人間関係などが
例示される。内部空間に存在するユーザ２０の人数を示す情報は、同乗者の有無を示す情
報の一例であってよい。
【００８８】
　本実施形態において、車両制御部２７４は、車両１１０の動作を制御する。例えば、車
両制御部２７４は、センス部２４０が出力した情報を取得する。車両制御部２７４は、駆
動部２５０及び付帯設備２６０の少なくとも一方の動作を制御してよい。車両制御部２７
４は、センス部２４０が出力した情報に基づいて、駆動部２５０及び付帯設備２６０の少
なくとも一方の動作を制御してもよい。
【００８９】
　本実施形態において、通信制御部２７６は、車両１１０と外部の機器との間の通信を制
御する。通信制御部２７６は、通信部２３０の動作を制御してよい。通信制御部２７６は
、通信インタフェースであっってもよい。通信制御部２７６は、１又は複数の通信方式に
対応してよい。通信制御部２７６は、車両１１０及び支援サーバ１２０の間の通信状態を
検出又は監視してよい。通信制御部２７６は、上記の検出又は監視の結果に基づいて、通
信情報を生成してよい。例えば、通信情報により示される通信状態が予め定められた条件
を満足する場合、通信状態が良好であると判定され得る。一方、通信情報により示される
通信状態が上記の予め定められた条件を満足しない場合、通信状態が不良であると判定さ
れ得る。予め定められた条件としては、通信が可能であるという条件、電波状況が特定の
状況よりも良好であるという条件、通信品質が特定の品質よりも良好であるという条件な
どが例示される。
【００９０】
　通信情報としては、通信の可否、電波状況、通信品質、通信方式の種類、及び、通信キ
ャリアの種類などに関する情報が例示される。電波状況としては、電波受信レベル、電波
強度、ＲＳＣＰ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ）、ＣＩＤ（
Ｃｅｌｌ　ＩＤ）などが例示される。通信品質としては、通信速度、データ通信のスルー
プット、データ通信のレイテンシなどが例示される。
【００９１】



(17) JP 2020-80074 A 2020.5.28

10

20

30

40

50

　通信の可否に関し、例えば、通信ネットワーク１０、通信システム１１４及び支援サー
バ１２０の少なくとも１つにおいて通信障害が発生している場合に、通信が可能でない（
通信不可と称される場合がある。）と判断される。電波受信レベルが予め定められたレベ
ルよりも小さい場合（例えば、圏外である場合）に、通信不可と判断されてもよい。通信
の可否は、特定の電波状況又は通信品質に関する情報を取得する処理（試行と称される場
合がある。）を複数回繰り返した結果に基づいて、判断されてもよい。
【００９２】
　一実施形態によれば、予め定められた回数の試行のうち、電波状況又は通信品質が予め
定められた第１の閾値よりも良好であった試行の割合が、予め定められた第２の閾値より
も大きい場合に、通信が可能である（通信可能と称される場合がある。）と判断される。
それ以外の場合は、通信不可と判断される。他の実施形態によれば、予め定められた回数
の試行のうち、電波状況又は通信品質が予め定められた第１の閾値よりも不良であった試
行の割合が、予め定められた第２の閾値よりも大きい場合に、通信不可と判断される。そ
れ以外の場合は、通信可能と判断される。
【００９３】
　［入出力制御部２７２の各部の概要］
　図３は、入出力制御部２７２の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、
入出力制御部２７２は、音声情報取得部３１２と、画像情報取得部３１４と、操作情報取
得部３１６と、車両情報取得部３１８と、通信情報取得部３２２と、転送部３３０と、イ
ベント検出部３４０と、応答管理部３５０と、エージェント情報格納部３６０とを備える
。
【００９４】
　イベント検出部３４０は、注視点特定部の一例であってよい。イベント検出部３４０は
、イベント検出部の一例であってよい。応答管理部３５０は、状態決定部、メッセージ制
御部、顔制御部、及び、相対位置情報取得部の一例であってよい。応答管理部３５０は、
表情制御部、同乗者特定部、及び、心理情報取得部の一例であってよい。応答管理部３５
０は、伝達決定部、及び、内容決定部の一例であってよい。応答管理部３５０は、特徴情
報取得部、様態決定部、及び、移動体情報取得部の一例であってよい。
【００９５】
　本実施形態において、音声情報取得部３１２は、入力部２１０から、入力部２１０に入
力された音声に関する情報（音声情報と称される場合がある。）を取得する。音声情報取
得部３１２は、通信部２３０を介して、通信端末３０の入力装置に入力された音声に関す
る情報（音声情報と称される場合がある。）を取得してもよい。例えば、音声情報取得部
３１２は、ユーザ２０の音声に関する情報を取得する。音声情報としては、音声が記録さ
れた音声データ、当該音声が記録された時刻を示す情報などが例示される。音声情報取得
部３１２は、音声情報を転送部３３０に出力してよい。
【００９６】
　本実施形態において、画像情報取得部３１４は、入力部２１０から、入力部２１０が取
得した画像に関する情報（画像情報と称される場合がある。）を取得する。画像情報取得
部３１４は、通信部２３０を介して、通信端末３０の入力装置が取得した画像に関する情
報（画像情報と称される場合がある。）を取得してもよい。例えば、画像情報取得部３１
４は、ユーザ２０を撮像した画像に関する情報を取得する。画像情報としては、画像が記
録された画像データ、当該画像が記録された時刻を示す情報などが例示される。画像情報
取得部３１４は、画像情報を転送部３３０に出力してよい。
【００９７】
　本実施形態において、操作情報取得部３１６は、入力部２１０から、ユーザ２０による
車両１１０の操作に関する情報（操作情報と称される場合がある。）を取得する。車両１
１０の操作としては、駆動部２５０に関する操作、及び、付帯設備２６０に関する操作の
少なくとも一方が例示される。一実施形態において、操作情報取得部３１６は、操作情報
を転送部３３０に出力する。他の実施形態において、操作情報取得部３１６は、操作情報
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を車両制御部２７４に出力する。
【００９８】
　駆動部２５０に関する操作としては、ハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作、運
転モードの変更に関する操作などが例示される。付帯設備２６０に関する操作としては、
付帯設備２６０のＯＮ／ＯＦＦに関する操作、付帯設備２６０の設定に関する操作、付帯
設備２６０の動作に関する操作、などが例示される。より具体的には、方向指示器に関す
る操作、ワイパーに関する操作、ウインドウォッシャー液の吐出に関する操作、ドアの施
錠に関する操作、窓の開閉に関する操作、空調機器又は照明機器のＯＮ／ＯＦＦに関する
操作、空調機器又は照明機器の設定に関する操作、ナビゲーション機器、音響機器又は映
像機器のＯＮ／ＯＦＦに関する操作、ナビゲーション機器、音響機器又は映像機器の設定
に関する操作、ナビゲーション機器、音響機器又は映像機器の動作の開始又は終了に関す
る操作などが例示される。
【００９９】
　本実施形態において、車両情報取得部３１８は、センス部２４０から、車両１１０の状
態を示す情報（車両情報と称される場合がある。）を取得する。一実施形態において、車
両情報取得部３１８は、車両情報を転送部３３０に出力する。他の実施形態において、車
両情報取得部３１８は、車両情報を車両制御部２７４に出力してよい。
【０１００】
　本実施形態において、通信情報取得部３２２は、通信制御部２７６から、通信情報を取
得する。一実施形態において、通信情報取得部３２２は、通信情報を応答管理部３５０に
出力する。他の実施形態において、通信情報取得部３２２は、通信情報を転送部３３０又
はイベント検出部３４０に出力してよい。
【０１０１】
　本実施形態において、転送部３３０は、音声情報、画像情報、操作情報及び車両情報の
少なくとも１つを、イベント検出部３４０及び支援サーバ１２０の少なくとも一方に転送
する。転送部３３０は、応答管理部３５０からの命令に従って、各種情報の転送先を決定
してよい。転送部３３０は、操作情報を車両制御部２７４に転送してよい。転送部３３０
は、操作情報及び車両情報を車両制御部２７４に転送してよい。
【０１０２】
　なお、本実施形態においては、通信情報取得部３２２が応答管理部３５０に通信情報を
出力し、応答管理部３５０が、通信情報に基づいて、音声情報、画像情報、操作情報、車
両情報などの転送先を決定する場合を例として、入出力制御部２７２の詳細が説明される
。しかしながら、入出力制御部２７２は本実施形態に限定されない。他の実施形態におい
て、通信情報取得部３２２は、転送部３３０に通信情報を出力し、転送部３３０が、通信
情報に基づいて、音声情報、画像情報、操作情報、車両情報などの転送先を決定してもよ
い。
【０１０３】
　本実施形態において、イベント検出部３４０は、１又は複数のイベントの発生を検出す
る。イベント検出部３４０は、予め定められた種類のイベントの発生を検出してよい。イ
ベントの発生が検出された場合、イベント検出部３４０は、検出されたイベントの種類を
示す情報を、応答管理部３５０に出力してよい。イベント検出部３４０の詳細は後述され
る。
【０１０４】
　本実施形態において、応答管理部３５０は、ユーザ２０からの要求に対する応答を管理
する。応答管理部３５０は、ローカル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンの利用
を管理してよい。例えば、応答管理部３５０は、転送部３３０の動作を制御して、ローカ
ル型対話エンジン及びクラウド型対話エンジンの利用を管理する。応答管理部３５０は、
応答の内容及び様態の少なくとも一方を管理してよい。
【０１０５】
　例えば、ユーザ２０からの要求が検索又は調査に関する要求である場合、応答管理部３
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５０は、出力部２２０から出力される応答メッセージの内容を管理する。応答管理部３５
０は、エージェントが応答メッセージを出力するときのエージェントの様態を管理してよ
い。応答管理部３５０は、エージェント情報格納部３６０に格納された情報を参照して、
出力部２２０から出力される音声及び画像の少なくとも一方を生成してよい。なお、ユー
ザ２０からの要求が車両１１０の制御に関する要求である場合、応答管理部３５０は、当
該要求に応じて車両１１０を制御するための命令を、車両制御部２７４に出力してよい。
応答管理部３５０の詳細は後述される。
【０１０６】
　本実施形態において、エージェント情報格納部３６０は、エージェントに関する各種の
情報を格納する。エージェント情報格納部３６０の詳細は後述される。
【０１０７】
　図４は、入力部２１０の一部とともに、イベント検出部３４０の内部構成の一例を概略
的に示す。本実施形態において、入力部２１０は、視線計測部４１２と、校正部４１４と
を備える。本実施形態において、イベント検出部３４０は、注視点検出部４２０と、起動
イベント検出部４３０と、ユーザ数検出部４４０と、伝言イベント検出部４５０とを備え
る。
【０１０８】
　注視点検出部４２０は、注視点特定部の一例であってよい。ユーザ数検出部４４０は、
同乗者判定部及び相対位置情報取得部の一例であってよい。伝言イベント検出部４５０は
、送信イベント検出部の一例であってよい。
【０１０９】
　本実施形態において、視線計測部４１２は、１又は複数のユーザ２０の視線を計測する
。視線計測部４１２は、公知のアイトラッキング技術又は将来的に開発された任意のアイ
トラッキング技術を利用して、視線を計測してよい。アイトラッキング技術は、サーチコ
イル法、眼球電位法などの接触型の技術であってもよく、強膜反射法、角膜反射法などの
非接触型の技術であってもよい。
【０１１０】
　視線計測部４１２は、非接触型の視線計測装置であることが好ましい。この場合、視線
計測部４１２は、例えば、被験者の眼に弱い光（例えば、赤外光である。）を照射する光
照射部（図示されていない。）と、被験者の眼を撮像する撮像部（図示されていない。）
とを備える。撮像部は、被験者の頭部を撮像してもよい。視線計測部４１２は、例えば、
出力部２２０の近傍に配される。これにより、ユーザ２０がエージェントを注視している
場合に、ユーザ２０の注視点が精度よく測定される。視線計測部４１２は、被験者の視線
に関する情報（アイトラッキングデータと称される場合がある。）を、注視点検出部４２
０に出力する。
【０１１１】
　本実施形態において、校正部４１４は、視線計測部４１２を校正する。より具体的には
、校正部４１４は、被験者に合わせて視線計測部４１２の設定を調整する。一実施形態に
おいて、視線計測部４１２は、被験者の視線をトラッキングする工程又は動作モードとは
別に、校正部４１４が、被験者に合わせて視線計測部４１２の設定を調整する工程又は動
作モードを有する。他の実施形態において、校正部４１４は、視線計測部４１２がユーザ
２０の視線をトラッキングしている間に、自動的に視線計測部４１２を校正する。
【０１１２】
　本実施形態において、注視点検出部４２０は、入力部２１０の視線計測部４１２から、
アイトラッキングデータを取得する。注視点検出部４２０は、アイトラッキングデータを
解析して、ユーザ２０の注視点を特定してよい。注視点検出部４２０は、特定された注視
点の位置を示す情報を、起動イベント検出部４３０及び伝言イベント検出部４５０の少な
くとも一方に出力してよい。
【０１１３】
　本実施形態において、起動イベント検出部４３０は、各種の起動要求を検出する。起動
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イベント検出部４３０の詳細は後述される。
【０１１４】
　本実施形態において、ユーザ数検出部４４０は、エージェント又は出力部２２０の周囲
に存在するユーザ２０の人数を検出する。上記の周囲の範囲は、応答システム１１２が、
当該範囲内に存在しているユーザの音声又はジェスチャを判別することのできる程度の大
きさを有してよい。ユーザ数検出部４４０は、ユーザ２０の人数を示す情報を、応答管理
部３５０に出力してよい。
【０１１５】
　ユーザ数検出部４４０は、例えば、入力部２１０の撮像装置（図示されていない。）か
ら、ユーザ２０が撮像された画像の画像データを取得する。ユーザ数検出部４４０は、画
像データを解析して、エージェント又は出力部２２０の周囲に存在する１又は複数のユー
ザ２０を検出してよい。これにより、ユーザ数検出部４４０は、エージェント又は出力部
２２０の周囲に存在するユーザ２０の人数を検出することができる。
【０１１６】
　本実施形態において、応答システム１１２は、移動体の一例である車両１１０に搭載さ
れている。そこで、ユーザ数検出部４４０は、検出された１又は複数のユーザ２０を、車
両１１０の運転者と、同乗者とに区別してよい。これにより、ユーザ数検出部４４０は、
車両１１０の同乗者の有無を判定することができる。ユーザ数検出部４４０は、車両１１
０の同乗者の有無を示す情報を、応答管理部３５０及び伝言イベント検出部４５０の少な
くとも一方に出力してよい。
【０１１７】
　また、ユーザ数検出部４４０は、画像データを解析して、（ｉ）エージェント又は（ｉ
ｉ）出力部２２０と、１又は複数のユーザ２０のそれぞれとの相対位置を特定してもよい
。エージェント又は出力部２２０と、入力部２１０の撮像装置との相対位置は既知である
ので、注視点検出部４２０は、（ｉ）上記の画像データを解析して得られた、入力部２１
０の撮像装置及びユーザ２０との相対位置と、（ｉｉ）エージェント又は出力部２２０、
及び、入力部２１０の撮像装置の相対位置とに基づいて、（ｉ）エージェント又は（ｉｉ
）出力部２２０と、ユーザ２０との相対位置を特定又は取得することができる。ユーザ数
検出部４４０は、（ｉ）エージェント又は（ｉｉ）出力部２２０と、ユーザ２０との相対
位置を示す情報（相対位置情報と称される場合がある。）を、応答管理部３５０に出力し
てよい。
【０１１８】
　本実施形態において、伝言イベント検出部４５０は、ユーザ２０の通信端末３０にメッ
セージを送信すべきイベント（伝言イベントと称される場合がある。）の発生を検出する
。伝言イベント検出部４５０は、ユーザ２０にメッセージを伝達すべき場合であって、出
力部２２０を利用してユーザ２０にメッセージを伝達することが困難であると判定した場
合に、伝言イベントの発生を検出してよい。
【０１１９】
　例えば、伝言イベント検出部４５０は、操作情報取得部３１６から、操作情報を取得す
る。伝言イベント検出部４５０は、操作情報を監視して、予め定められた種類の操作に関
する情報の有無を判定する。予め定められた種類の操作が検出された場合、伝言イベント
検出部４５０は、ユーザ２０にメッセージを伝達すべきであると判定する。
【０１２０】
　上記の操作としては、車両１１０のドアを施錠又は解錠するための動作、車両１１０を
始動させるための動作などが例示される。これにより、例えば、車両１１０に対して不正
な操作がなされた場合、車両１１０から物理的に離れた位置にいるユーザ２０の通信端末
３０に、その旨を示すメッセージが通知され得る。
【０１２１】
　例えば、伝言イベント検出部４５０は、車両情報取得部３１８から、車両情報を取得す
る。伝言イベント検出部４５０は、車両情報を監視して、車両１１０が予め定められた種
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類の状態にあることか否かを判定する。車両１１０が予め定められた種類の状態にあると
判定された場合、伝言イベント検出部４５０は、ユーザ２０にメッセージを伝達すべきで
あると判定する。
【０１２２】
　上記の状態としては、車両１１０の機能に異常が生じている状態、車両１１０の消耗品
の交換時期が接近している状態、特定のユーザ２０以外の人物が車両１１０を操作してい
る状態、車内の温度が予め定められた値を超えている状態、車内に人又は動物が存在する
にもかかわらず、車内の温度が予め定められた値を超えている状態などが例示される。こ
れにより、例えば、車両１１０に何らかの異常が生じている場合に、車両１１０から物理
的に離れた位置にいるユーザ２０の通信端末３０に、その旨を示すメッセージが通知され
得る。
【０１２３】
　例えば、伝言イベント検出部４５０は、ユーザ数検出部４４０から、エージェント又は
出力部２２０の周囲におけるユーザ２０の検出結果を示す情報を取得する。ユーザ数検出
部４４０がエージェント又は出力部２２０の周囲にユーザ２０を検出していない場合、伝
言イベント検出部４５０は、出力部２２０を利用してユーザ２０にメッセージを伝達する
ことが困難であると判定する。
【０１２４】
　例えば、伝言イベント検出部４５０は、通信制御部２７６から、通信部２３０と、通信
端末３０との間で、有線通信又は近距離無線通信が確立することができるか否かを示す情
報を取得する。通信部２３０及び通信端末３０との間で、有線通信又は近距離無線通信が
確立されない場合、伝言イベント検出部４５０は、出力部２２０を利用してユーザ２０に
メッセージを伝達することが困難であると判定する。
【０１２５】
　なお、本実施形態においては、イベント検出部３４０が、起動イベントと、伝言イベン
トとを検出する場合を例として、イベント検出部３４０の詳細が説明された。しかしなが
ら、イベント検出部３４０は、本実施形態に限定されない。他の実施形態において、イベ
ント検出部３４０は、起動イベント若しくは伝言イベントとともに、又は、起動イベント
若しくは伝言イベントに代えて、他の種類のイベントを検出してよい。例えば、応答シス
テム１１２における応答処理を中止又は中断するための要求（中止要求と称される場合が
ある）の入力を検出する。
【０１２６】
　図５は、起動イベント検出部４３０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態にお
いて、起動イベント検出部４３０は、アイコンタクト検出部５２０と、起動フレーズ検出
部５３０と、起動操作検出部５４０とを備える。
【０１２７】
　本実施形態において、アイコンタクト検出部５２０は、視線による起動要求を検出する
。アイコンタクト検出部５２０は、注視点検出部４２０から、ユーザ２０の注視点の位置
を示す情報を取得する。アイコンタクト検出部５２０は、ユーザ２０の注視点の位置に基
づいて、起動要求を検出してよい。例えば、注視点が、（ｉ）エージェントの一部、又は
、（ｉｉ）出力部２２０の一部に位置する場合、アイコンタクト検出部５２０は、起動要
求を検出する。注視点が（ｉ）エージェントの一部又は（ｉｉ）出力部２２０の一部に位
置する時間の長さが、予め定められた値よりも大きい場合、アイコンタクト検出部５２０
は、起動要求を検出してもよい。
【０１２８】
　これにより、ユーザ２０は、ジェスチャにより起動要求を入力することができる。その
ため、ユーザ２０は、周囲に他人が存在する場合であっても、ためらいを感じることなく
、応答システム１１２又はエージェントを起動して、エージェントとのインタラクション
を開始することができる。
【０１２９】
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　エージェントの一部は、エージェントの顔の一部であってよい。エージェントの顔の一
部は、目であってもよい。これにより、ユーザ２０は、ユーザ２０及びエージェントのア
イコンタクトにより、応答システム１１２又はエージェントを起動することができる。
【０１３０】
　本実施形態において、起動フレーズ検出部５３０は、音声による起動要求を検出する。
音声による起動要求は、予め定められた起動ワード又は起動フレーズであってよい。本実
施形態において、起動操作検出部５４０は、操作ボタン又は操作パネルの操作による起動
要求を検出する。操作パネルはタッチパネルであってもよい。
【０１３１】
　図６は、応答管理部３５０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、応
答管理部３５０は、転送制御部６２０と、応答決定部６３０と、音声合成部６４２と、画
像生成部６４４と、命令生成部６５０と、伝言管理部６６０とを備える。本実施形態にお
いて、応答決定部６３０は、起動管理部６３２と、応答情報取得部６３８とを有する。
【０１３２】
　起動管理部６３２は、状態決定部の一例であってよい。応答情報取得部６３８は、顔制
御部、相対位置情報取得部の一例であってよい。応答情報取得部６３８は、表情制御部の
一例であってよい。音声合成部６４２は、音声メッセージ生成部の一例であってよい。伝
言管理部６６０は、伝達決定部、内容決定部及び要求送信部の一例であってよい。
【０１３３】
　本実施形態において、転送制御部６２０は、転送部３３０の動作を制御する。転送制御
部６２０は、転送部３３０の動作を制御するための命令を生成し、当該命令を転送部３３
０に送信してよい。転送制御部６２０は、転送部３３０の設定を変更するための命令を生
成し、当該命令を転送部３３０に送信してもよい。
【０１３４】
　例えば、本実施形態において、応答システム１１２が起動してスタンバイ状態に移行す
ると、起動管理部６３２は、イベント検出部３４０が起動要求を検出することができるよ
うに、転送部３３０を制御する。具体的には、起動管理部６３２は、応答システム１１２
がスタンバイ状態に移行したことを示す情報を、転送制御部６２０に出力する。
【０１３５】
　転送制御部６２０は、応答システム１１２がスタンバイ状態に移行したことを示す情報
を取得すると、音声情報、画像情報、操作情報及び車両情報の少なくとも１つを、イベン
ト検出部３４０に転送することを指示する命令を、転送部３３０に送信する。転送制御部
６２０は、（ｉ）音声情報及び画像情報の一方と、（ｉｉ）音声情報及び画像情報の他方
、操作情報及び車両情報の少なくとも１つとをイベント検出部３４０に転送することを指
示する命令を、転送部３３０に送信してもよい。
【０１３６】
　また、起動イベント検出部４３０が起動要求を検出した場合、転送制御部６２０は、音
声情報、画像情報、操作情報及び車両情報の少なくとも１つを、支援サーバ１２０に転送
することを指示する命令を、転送部３３０に送信する。転送制御部６２０は、（ｉ）音声
情報及び画像情報の一方と、（ｉｉ）音声情報及び画像情報の他方、操作情報及び車両情
報の少なくとも１つとをイベント検出部３４０に転送することを指示する命令を、転送部
３３０に送信してもよい。
【０１３７】
　転送制御部６２０は、操作情報が転送部３３０に入力された場合に、当該操作情報が車
両制御部２７４に転送されるように、上記の命令を生成してもよい。これにより、車両１
１０の操作に対するレスポンスが向上する。
【０１３８】
　本実施形態において、応答決定部６３０は、応答システム１１２による応答処理を管理
する。例えば、応答決定部６３０は、応答処理が開始又は終了するタイミングを決定する
。また、応答決定部６３０は、ユーザ２０からの要求に対する応答を決定する。応答決定
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部６３０は、転送制御部６２０を介して、転送部３３０の動作を制御してもよい。
【０１３９】
　本実施形態において、起動管理部６３２は、応答システム１１２による応答処理が開始
又は終了するタイミグを管理する。具体的には、起動管理部６３２は、起動イベント検出
部４３０から、起動要求が検出されたことを示す情報を取得する。起動管理部６３２は、
起動要求が検出されたことを示す情報を取得すると、応答システム１１２の状態を、スタ
ンバイ状態から起動状態に変更することを決定する。
【０１４０】
　これにより、一実施形態において、エージェントが顔を有する場合において、ユーザ２
０の注視点がエージェントの顔の一部に位置するとき、起動管理部６３２は、応答システ
ム１１２の状態を、スタンバイ状態から起動状態に変更することを決定することができる
。他の実施形態において、エージェントが顔を有する場合において、注視点がエージェン
トの顔の一部に位置する時間の長さが、予め定められた値よりも大きいとき、起動管理部
６３２は、応答システム１１２の状態を、スタンバイ状態から起動状態に変更することを
決定することができる。顔の一部は、目であってよい。
【０１４１】
　同様に、起動管理部６３２は、起動イベント検出部４３０から、中止要求が検出された
ことを示す情報を取得する。起動管理部６３２は、起動要求が検出されたことを示す情報
を取得すると、応答システム１１２の状態を、起動状態からスタンバイ状態に変更するこ
とを決定する。
【０１４２】
　本実施形態において、応答情報取得部６３８は、支援サーバ１２０から、ユーザ２０の
要求に対する応答に関する情報を取得する。応答に関する情報は、応答の内容を示す情報
、及び、応答の様態を示す情報の少なくとも一方を含んでよい。応答の内容を示す情報は
、出力部２２０から出力される情報の内容を示す情報、及び、車両１１０の操作の内容を
示す情報の少なくとも一方を含んでよい。
【０１４３】
　応答情報取得部６３８は、例えば、上記の応答に関する情報のうち、出力部２２０を介
して出力される情報に関するものを、音声合成部６４２及び画像生成部６４４の少なくと
も一方に出力する。応答情報取得部６３８は、例えば、上記の応答に関する情報のうち、
車両１１０の操作に関するものを、命令生成部６５０に出力する。
【０１４４】
　音声合成部６４２は、ユーザ２０の要求に応答する音声メッセージを生成する。音声合
成部６４２は、応答情報取得部６３８から、ユーザ２０の要求に対する応答に関する情報
を取得する。例えば、音声合成部６４２は、応答の内容を示す情報に基づいて、音声メッ
セージを生成する。音声合成部６４２は、応答の内容を示す情報と、応答の様態を示す情
報とに基づいて、音声メッセージを生成してもよい。音声合成部６４２は、生成された音
声メッセージを出力部２２０に出力してよい。
【０１４５】
　画像生成部６４４は、ユーザ２０の要求に応答する画像（応答画像と称される場合があ
る。）を生成する。画像生成部６４４は、ユーザ２０の要求に応答するエージェントのア
ニメーション画像を生成してよい。画像生成部６４４は、応答情報取得部６３８から、ユ
ーザ２０の要求に対する応答に関する情報を取得する。例えば、画像生成部６４４は、応
答の内容を示す情報に基づいて、応答画像を生成する。画像生成部６４４は、応答の内容
を示す情報と、応答の様態を示す情報とに基づいて、応答画像を生成してもよい。画像生
成部６４４は、生成された応答画像を出力部２２０に出力してよい。
【０１４６】
　なお、本実施形態においては、エージェントがソフトウエアエージェントであり、画像
生成部６４４が、エージェントのアニメーション画像を生成する場合を例として、応答管
理部３５０の詳細が説明された。しかしながら、応答管理部３５０は本実施形態に限定さ
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れない。他の実施形態において、エージェントがハードウエアエージェントである場合、
応答管理部３５０は、エージェントの各部の駆動を制御する駆動制御部を有してよく、駆
動制御部は、応答情報取得部６３８が取得した応答の内容及び様態の少なくとも一方を示
す情報に基づいて、エージェントを駆動してよい。
【０１４７】
　命令生成部６５０は、車両１１０を操作するための命令を生成する。命令生成部６５０
は、応答情報取得部６３８から、ユーザ２０の要求に対する応答に関する情報を取得する
。例えば、命令生成部６５０は、応答の内容を示す情報に基づいて、車両１１０の操作の
種類を決定する。命令生成部６５０は、応答の様態を示す情報に基づいて、操作量又は操
作モードを決定してよい。命令生成部６５０は、生成された命令を車両制御部２７４に出
力してよい。
【０１４８】
　本実施形態において、伝言管理部６６０は、車両１１０又は応答システム１１２から、
ユーザ２０の通信端末３０に送信されるメッセージを管理する。例えば、伝言管理部６６
０は、伝言イベント検出部４５０から、伝言イベントが検出されたことを示す情報を取得
する。伝言イベントの発生が検出された場合、伝言管理部６６０は、通信ネットワーク１
０を介して、ユーザ２０の通信端末３０に音声メッセージを送信することを決定する。
【０１４９】
　伝言管理部６６０は、上記のメッセージの内容を決定してよい。伝言管理部６６０は、
検出された伝言イベントの種類に基づいてメッセージの内容の少なくとも一部を決定して
よい。
【０１５０】
　例えば、伝言管理部６６０は、伝言イベントの種類を示す情報と、当該イベントが検出
されたときに送信されるメッセージの内容を示す情報とが対応付けられたデータベースを
有する。伝言管理部６６０は、上記のデータベースに格納された情報を参照して、上記の
メッセージの内容を決定してよい。伝言管理部６６０は、その内容が予め定められた１又
は複数の定型メッセージを利用して、上記のメッセージの内容を決定してよい。
【０１５１】
　一実施形態において、定型メッセージは、その一部の内容を動的に編集することができ
るように構成されている。伝言管理部６６０は、定型メッセージの一部を編集して、上記
のメッセージの内容を決定する。他の実施形態において、伝言管理部６６０は、複数の定
型メッセージを組み合わせて、上記のメッセージの内容を決定する。いくつかの定型メッ
セージは、その一部の内容を動的に編集することができるように構成されていてよい。
【０１５２】
　メッセージの内容が決定されると、伝言管理部６６０は、車両１１０又は応答システム
１１２に対応づけられたキャラクタの声の音声情報を利用して、音声メッセージを生成す
る。例えば、伝言管理部６６０は、メッセージの内容を示す情報を音声合成部６４２に送
信して、当該メッセージを音声メッセージに変換することを要求する。
【０１５３】
　メッセージの内容を示す情報は、メッセージの内容を示すテキスト情報であってもよく
、その内容が予め定められた１又は複数の定型メッセージのそれぞれを識別するための識
別情報であってもよい。音声合成部６４２は、例えば、上記のキャラクタの声の音声情報
と、メッセージの内容を示す情報とを合成して、音声メッセージを生成する。キャラクタ
の声の音声情報は、例えば、エージェント情報格納部３６０に格納されている。
【０１５４】
　伝言管理部６６０は、生成された音声メッセージの伝達方法を決定してよい。音声メッ
セージの伝達方法としては、（ｉ）車両１１０の通信部２３０及び通信端末３０の間の有
線通信又は近距離無線通信を利用して伝達する方法、（ｉｉ）支援サーバ１２０を介して
伝達する方法などが例示される。
【０１５５】
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　音声メッセージが、支援サーバ１２０を介して伝達される場合、一実施形態において、
伝言管理部６６０は、音声メッセージの送信を要求する中継要求を、支援サーバ１２０に
送信する。伝言管理部６６０は、上記の中継要求とともに、メッセージの音声データを、
支援サーバ１２０に送信してよい。他の実施形態において、伝言管理部６６０は、音声メ
ッセージの生成及び送信を要求する中継要求を、支援サーバ１２０に送信する。伝言管理
部６６０は、上記の中継要求とともに、メッセージの内容を示す情報と、キャラクタを特
定するための情報とを、支援サーバ１２０に送信してよい。
【０１５６】
　伝言管理部６６０は、音声通話サービス又はＩＰ電話サービスを利用して、音声メッセ
ージを通信端末３０に送信することを決定してよい。伝言管理部６６０は、メールサービ
ス、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、メッセンジャーサービスなどのデータ通
信サービスを利用して、音声データの電子ファイルとして、音声メッセージを通信端末３
０に送信することを決定してもよい。
【０１５７】
　図７は、エージェント情報格納部３６０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態
において、エージェント情報格納部３６０は、設定データ格納部７２２と、音声データ格
納部７３２と、画像データ格納部７３４とを備える。音声データ格納部７３２は、音声情
報格納部の一例であってよい。
【０１５８】
　本実施形態において、設定データ格納部７２２は、各エージェントの設定に関する情報
を格納する。設定としては、年齢、性別、性格、ユーザ２０に与える印象などが例示され
る。本実施形態において、音声データ格納部７３２は、各エージェントの音声を合成する
ための情報（音声情報と称される場合がある。）を格納する。例えば、音声データ格納部
７３２は、キャラクタごとに、コンピュータが当該キャラクタの声でメッセージを読み上
げるためのデータを格納する。本実施形態において、画像データ格納部７３４は、各エー
ジェントの画像を生成するための情報を格納する。例えば、画像データ格納部７３４は、
キャラクタごとに、コンピュータが、当該キャラクタのアニメーション画像を動的に生成
するためのデータを格納する。
【０１５９】
　［支援サーバ１２０の各部の概要］
　図８は、支援サーバ１２０の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、支
援サーバ１２０は、通信部８２０と、通信制御部８３０と、要求処理部８４０とを備える
。本実施形態において、要求処理部８４０は、要求決定部８４２と、実行部８４４と、応
答情報生成部８４６と、設定情報格納部８４８と、伝言サービス提供部８５０とを有する
。
【０１６０】
　応答情報生成部８４６は、メッセージ制御部の一例であってよい。設定情報格納部８４
８は、ユーザ情報格納部及び履歴格納部の一例であってよい。伝言サービス提供部８５０
は、中継装置の一例であってよい。
【０１６１】
　本実施形態の支援サーバ１２０によれば、ハードウエアと、ソフトウエアとの協働によ
り、クラウド型対話エンジンが実現される。また、本実施形態において、支援サーバ１２
０は、エージェントからユーザ２０への伝言を中継する伝言サービスを提供する。
【０１６２】
　本実施形態において、通信部８２０は、通信ネットワーク１０を介して、車両１１０及
び通信端末３０の少なくとも一方と、支援サーバ１２０との間で情報を送受する。通信部
８２０は、通信部２３０と同様の構成を有してよい。
【０１６３】
　本実施形態において、通信制御部８３０は、支援サーバ１２０と外部の機器との間の通
信を制御する。通信制御部８３０は、通信部８２０の動作を制御してよい。通信制御部８
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３０は、通信制御部２７６と同様の構成を有してよい。
【０１６４】
　本実施形態において、要求処理部８４０は、ユーザ２０からの要求を取得し、当該要求
に応じた処理を実行する。要求処理部８４０は、上記の要求に対する応答を決定する。例
えば、要求処理部８４０は、応答の内容及び様態の少なくとも一方を決定する。要求処理
部８４０は、上記の決定結果に基づいて、応答に関する情報を生成する。要求処理部８４
０は、応答に関する情報を、車両１１０の応答管理部３５０に出力してよい。
【０１６５】
　本実施形態において、要求処理部８４０は、車両１１０のエージェントからユーザ２０
へのメッセージを中継する伝言サービスを提供する。上記のメッセージは、車両１１０の
エージェントとして利用されているキャラクタの声で読み上げられてよい。これにより、
ユーザ２０がメッセージを受け取った場合、ユーザ２０は、どのデバイスからのメッセー
ジであるかを直感的に判断することができる。例えば、単一のユーザ２０が、複数のデバ
イスを有しており、デバイスごとに、エージェントとして異なるキャラクタが設定されて
いる場合、上記の特徴はより大きな効果を奏する。
【０１６６】
　本実施形態において、要求決定部８４２は、通信ネットワーク１０を介して、車両１１
０から、車両１１０の転送部３３０に入力された情報の少なくとも一部を取得する。要求
決定部８４２は、車両１１０から取得された情報を解析して、ユーザ２０の要求を認識す
る。要求決定部８４２は、認識された要求のうち、伝言要求が認識された場合、当該伝言
要求を伝言サービス提供部８５０に出力してよい。要求決定部８４２は、その他の要求が
認識された場合、当該要求を実行部８４４に出力してよい。要求決定部８４２の詳細は後
述される。
【０１６７】
　本実施形態において、実行部８４４は、要求決定部８４２から、認識された要求の種類
を示す情報を取得する。実行部８４４は、認識された要求の種類に応じた処理を実行して
よい。実行部８４４は、設定情報格納部８４８に格納された情報を参照して、上記の処理
を決定してよい。実行部８４４は、例えば、実行結果を示す情報を、応答情報生成部８４
６に出力する。実行部８４４は、処理が実行されたことを示す情報を、応答情報生成部８
４６に出力してもよい。
【０１６８】
　本実施形態において、応答情報生成部８４６は、ユーザ２０からの要求に対する応答を
決定する。応答情報生成部８４６は、応答の内容及び様態の少なくとも一方を決定してよ
い。応答情報生成部８４６は、決定された応答の内容及び様態の少なくとも一方を示す情
報（応答情報と称される場合がある。）を生成してよい。応答情報生成部８４６は、生成
された応答情報を、車両１１０の応答管理部３５０に出力してよい。
【０１６９】
　応答の内容としては、出力部２２０から出力される応答メッセージの種類又は内容、車
両制御部２７４に送信される命令の種類又は内容などが例示される。応答メッセージとし
て、１又は複数の定型メッセージが用意されている場合、応答メッセージの種類は、１又
は複数の定型メッセージのそれぞれを識別するための識別情報であってよい。命令の種類
は、車両制御部２７４において実行可能な１又は複数の命令のそれぞれを識別するための
識別情報であってよい。
【０１７０】
　応答の様態としては、出力部２２０が応答メッセージを出力するときのエージェントの
様態、車両制御部２７４による車両１１０の制御の様態などが例示される。上述のとおり
、エージェントの様態としては、エージェントとして利用されるキャラクタの種類、当該
キャラクタの外観、当該キャラクタの声、及び、インタラクションの様態の少なくとも１
つが例示される。車両１１０の制御の様態としては、急加速、急減速、急ハンドルなどの
急な操作を抑制する態様などが例示される。
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【０１７１】
　本実施形態において、設定情報格納部８４８は、要求処理部８４０の各部の処理に利用
される各種の情報を格納する。一実施形態において、設定情報格納部８４８は、ユーザ２
０の要求の種類を識別するための識別情報と、当該要求を認識するための特徴を示す特徴
情報とを対応付けて格納する。設定情報格納部８４８は、ユーザ２０の要求の種類及び内
容の少なくとも一方を示す情報と、当該要求に応じた処理の内容及び様態の少なくとも一
方を示す情報とを対応付けて格納してもよい。設定情報格納部８４８は、ユーザ２０の要
求の種類を識別するための識別情報と、当該要求を認識するための特徴を示す特徴情報と
、当該要求に応じた処理の内容及び様態の少なくとも一方を示す情報とを対応付けて格納
してもよい。
【０１７２】
　他の実施形態において、設定情報格納部８４８は、（ｉ）各ユーザを識別するためのユ
ーザ識別情報と、（ｉｉ）各ユーザへの情報の伝達に利用されるエージェントのキャラク
タの声の音声情報又は当該音声情報を特定するための情報とを対応付けて格納する。設定
情報格納部８４８は、（ｉ）各ユーザを識別するためのユーザ識別情報と、（ｉｉ）各エ
ージェント又は応答システム１１２が搭載された各デバイスを識別するためのデバイス識
別情報と、（ｉｉｉ）各エージェントのキャラクタの声、又は、各デバイスがユーザへの
情報の伝達に利用するエージェントのキャラクタの声の、音声情報又は当該音声情報を特
定するための情報とを対応付けて格納してもよい。
【０１７３】
　さらに他の実施形態において、設定情報格納部８４８は、（ｉ）メッセージの内容を示
す情報と、（ｉｉ）当該メッセージが伝達されたときの各ユーザの心理状態を示す情報と
を対応づけて格納する。設定情報格納部８４８は、（ｉ）各ユーザを識別するためのユー
ザ識別情報と、（ｉｉ）メッセージの内容を示す情報と、（ｉｉｉ）当該メッセージが伝
達されたときの各ユーザの心理状態を示す情報とを対応づけて格納してもよい。
【０１７４】
　本実施形態において、伝言サービス提供部８５０は、車両１１０のエージェントからユ
ーザ２０へのメッセージを中継する伝言サービスを提供する。
【０１７５】
　図９は、要求決定部８４２の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、要
求決定部８４２は、入力情報取得部９２０と、音声認識部９３２と、ジェスチャ認識部９
３４と、推定部９４０とを備える。本実施形態において、推定部９４０は、要求推定部９
４２と、ユーザ状態推定部９４４と、車両状態推定部９４６とを有する。
【０１７６】
　ユーザ状態推定部９４４は、心理情報取得部及び特徴情報取得部の一例であってよい。
車両状態推定部９４６は、移動体情報取得部の一例であってよい。
【０１７７】
　本実施形態において、入力情報取得部９２０は、要求処理部８４０の入力となる情報を
取得する。例えば、入力情報取得部９２０は、音声情報取得部３１２が取得した音声情報
、及び、画像情報取得部３１４が取得した画像情報の少なくとも一方を取得する。入力情
報取得部９２０は、音声情報取得部３１２が取得した音声情報、画像情報取得部３１４が
取得した画像情報、操作情報取得部３１６が取得した操作情報、及び、車両情報取得部３
１８が取得した車両情報の少なくとも１つを取得してもよい。入力情報取得部９２０は、
（ｉ）音声情報及び画像情報の一方と、（ｉｉ）音声情報及び画像情報の他方、操作情報
、並びに、車両情報の少なくとも１つとを取得してもよい。
【０１７８】
　本実施形態において、入力情報取得部９２０は、取得された音声情報を音声認識部９３
２に転送する。入力情報取得部９２０は、取得された画像情報をジェスチャ認識部９３４
に転送する。入力情報取得部９２０は、取得された操作情報を推定部９４０に転送する。
入力情報取得部９２０は、取得された車両情報を推定部９４０に転送する。入力情報取得



(28) JP 2020-80074 A 2020.5.28

10

20

30

40

50

部９２０は、取得された操作情報及び車両情報の少なくとも一方を、音声認識部９３２及
びジェスチャ認識部の少なくとも一方に転送してもよい。
【０１７９】
　本実施形態において、音声認識部９３２は、音声情報を解析して、ユーザ２０の発話の
内容を特定する。音声認識部９３２は、ユーザ２０の発話の内容を示す情報を、推定部９
４０に出力する。音声認識部９３２は、発話の内容を解析して要求を認識する処理を実行
してもよく、当該処理を実行しなくてもよい。
【０１８０】
　本実施形態において、ジェスチャ認識部９３４は、画像情報を解析して、ユーザ２０に
より示された１又は複数のジェスチャを抽出する。ジェスチャ認識部９３４は、抽出され
たジェスチャを示す情報を、推定部９４０に出力する。ジェスチャ認識部９３４は、抽出
されたジェスチャを解析して要求を認識する処理を実行してもよく、当該処理を実行しな
くてもよい。
【０１８１】
　本実施形態において、推定部９４０は、ユーザ２０からの要求を認識又は推定する。推
定部９４０は、ユーザ２０の状態を認識又は推定してよい。推定部９４０は、車両１１０
の状態を認識又は推定してよい。
【０１８２】
　本実施形態において、要求推定部９４２は、ユーザ２０からの要求を認識又は推定する
。一実施形態において、要求推定部９４２は、音声認識部９３２から、ユーザ２０の発話
の内容を示す情報を取得する。要求推定部９４２は、ユーザ２０の発話の内容を解析して
、ユーザ２０の要求を認識又は推定する。他の実施形態において、要求推定部９４２は、
ジェスチャ認識部９３４から、画像情報の解析により抽出されたジェスチャを示す情報を
取得する。要求推定部９４２は、抽出されたジェスチャを解析して、ユーザ２０の要求を
認識又は推定する。
【０１８３】
　要求推定部９４２は、音声情報又は画像情報に加えて、音声情報及び画像情報以外の情
報を利用して、ユーザ２０からの要求を認識又は推定してもよい。例えば、要求推定部９
４２は、入力情報取得部９２０から、操作情報及び車両情報の少なくとも一方を取得する
。要求推定部９４２は、ユーザ状態推定部９４４から、ユーザ２０の状態を示す情報を取
得してもよい。要求推定部９４２は、車両状態推定部９４６から、車両１１０の状態を示
す情報を取得してもよい。これらの情報が利用されることで、要求推定部９４２における
認識又は推定の精度が向上し得る。
【０１８４】
　要求推定部９４２は、認識された要求の種類を示す情報を、実行部８４４に出力してよ
い。要求推定部９４２は、音声情報又は画像情報を解析したにもかかわらず要求を認識す
ることができなかった場合、要求の認識が不能であることを示す情報を、応答情報生成部
８４６に出力してよい。
【０１８５】
　本実施形態において、ユーザ状態推定部９４４は、ユーザ２０の状態を認識又は推定す
る。ユーザ状態推定部９４４は、音声情報、画像情報、操作情報及び車両情報の少なくと
も１つに基づいて、ユーザ２０の状態を認識又は推定する。これにより、ユーザ状態推定
部９４４は、ユーザ２０の状態を示す情報を取得することができる。ユーザ２０の状態と
しては、ユーザ２０の心理状態、覚醒状態及び健康状態の少なくとも１つが例示される。
【０１８６】
　ユーザ状態推定部９４４は、ユーザ２０の状態を示す情報を、要求推定部９４２に出力
してよい。これにより、要求推定部９４２は、例えば要求の候補を絞ることができるので
、要求推定部９４２の推定精度が向上し得る。
【０１８７】
　ユーザ状態推定部９４４は、ユーザ２０の状態を示す情報を、応答情報生成部８４６に
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出力してもよい。例えば、ユーザ状態推定部９４４は、音声情報、画像情報などを解析し
て、ユーザ２０が要求を伝達するときのユーザ２０の様子の特徴を示す情報（特徴情報と
称される場合がある。）を抽出する。特徴情報は、声量、口調、テンポ、１回あたりの発
話の長さ、間の取り方、抑揚のつけ方、強弱のつけ方、相槌の打ち方、癖、及び、話題の
展開方法の少なくとも１つの特徴を示す情報であってよい。ユーザ状態推定部９４４は、
特徴情報を、応答情報生成部８４６に出力してよい。
【０１８８】
　本実施形態において、車両状態推定部９４６は、車両１１０の状態を認識又は推定する
。車両状態推定部９４６は、音声情報、画像情報、操作情報及び車両情報の少なくとも１
つに基づいて、車両１１０の状態を認識又は推定する。上述のとおり、車両１１０の状態
は、車両１１０の移動状態、車両１１０の各部の動作状態、及び、車両１１０の内部空間
の状態の少なくとも１つであってよい。車両状態推定部９４６は、ユーザ数検出部４４０
と同様の処理を実行してもよい。
【０１８９】
　車両状態推定部９４６は、車両１１０の状態を示す情報を、要求推定部９４２に出力し
てよい。これにより、要求推定部９４２は、例えば要求の候補を絞ることができるので、
要求推定部９４２の推定精度が向上し得る。
【０１９０】
　車両状態推定部９４６は、車両１１０の状態を示す情報を、ユーザ状態推定部９４４に
出力してよい。これにより、ユーザ状態推定部９４４は、車両１１０の状態を考慮して、
ユーザ２０の状態を推定することができるので、推定精度が向上し得る。例えば、急加速
、急減速、急ハンドルなどの頻度が大きい場合には、注意不足、怒り、いらつきなどの心
理状態が推定される。また、車両１１０が蛇行している場合には、覚醒状態の低下、健康
上の問題などが推定される。
【０１９１】
　図１０は、応答情報生成部８４６の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態におい
て、応答情報生成部８４６は、応答内容決定部１０３４と、応答様態決定部１０３６とを
備える。
【０１９２】
　応答内容決定部１０３４は、メッセージ制御部の一例であってよい。応答様態決定部１
０３６は、顔制御部、相対位置情報取得部、表情制御部、特徴情報取得部、心理情報取得
部、移動体情報取得部、及び、様態決定部の一例であってよい。
【０１９３】
　本実施形態において、応答内容決定部１０３４は、ユーザ２０からの要求に対する応答
の内容を決定する。応答の内容としては、要求に応じて実行されるべき処理の種類、イン
タラクションの内容などが例示される。インタラクションの内容としては、対話の具体的
な内容、エージェントの動作の具体的な内容などが例示される。応答内容決定部１０３４
は、応答の内容を示す情報を、応答管理部３５０に出力してよい。
【０１９４】
　例えば、応答内容決定部１０３４は、ユーザ２０にメッセージを伝達することを決定す
る。応答内容決定部１０３４は、出力部２２０の近傍に位置する１又は複数のユーザ２０
にメッセージを伝達することを決定してよい。
【０１９５】
　メッセージの種類は限定されない。メッセージとしては、ユーザ２０のジェスチャによ
り示された起動要求が受け付けられたことを示すメッセージ、ユーザ２０の現在の状態を
示すメッセージ、ユーザ２０に注意を促すためのメッセージなどが例示される。
【０１９６】
　なお、応答内容決定部１０３４は、（ｉ）出力部２２０を介してユーザ２０にメッセー
ジを伝達するか、又は、（ｉｉ）ユーザ２０の通信端末３０を介してユーザ２０にメッセ
ージを伝達するかを決定してよい。応答内容決定部１０３４は、（ｉ）通信部２３０及び
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通信端末３０の間に確立された有線通信若しくは近距離無線通信により、通信端末３０に
メッセージを送信するか、又は、（ｉｉ）通信ネットワーク１０及び支援サーバ１２０を
介して、通信端末３０にメッセージを送信するかを決定してもよい。
【０１９７】
　応答内容決定部１０３４は、特定の条件が満足された場合に、ユーザ２０にメッセージ
を伝達することを決定してよい。この場合において、設定情報格納部８４８は、上記の条
件の種類又は内容を示す情報と、メッセージの種類又は内容を示す情報とが対応づけて格
納していてもよい。
【０１９８】
　例えば、応答内容決定部１０３４は、応答システム１１２のイベント検出部３４０から
、ユーザ２０の注視点の位置を示す情報を取得する。応答内容決定部１０３４は、注視点
の位置又は当該位置の変動が特定の条件を満足する場合に、当該条件に応じたメッセージ
を、ユーザ２０に伝達することを決定する。
【０１９９】
　一実施形態において、注視点の位置がエージェントの顔の一部に位置する場合、応答内
容決定部１０３４は、ユーザ２０の発話を促すためのメッセージを伝達することを決定す
る。ユーザ２０の発話を促すためのメッセージとしては、「何か御用ですか？」、「何か
お困りですか？」、「どうしましたか？」などのメッセージが例示される。ユーザ２０の
発話を促すためのメッセージは、挨拶であってもよく、起動要求が受け付けられたことを
示すメッセージであってもよい。
【０２００】
　上述のとおり、注視点の位置がエージェントの顔の一部に位置する場合、起動イベント
検出部４３０が起動要求を検出する。そこで、エージェントがユーザ２０の発話を促すた
めのメッセージを出力することで、ユーザ２０は、起動要求が受け付けられたことを理解
することができる。
【０２０１】
　他の実施形態において、注視点の位置が予め定められた条件（注意喚起条件と称される
場合がある。）を満足する場合、応答内容決定部１０３４は、運転に集中することを促す
ためのメッセージを伝達することを決定する。上記の条件としては、注視点が特定の範囲
内に位置するという条件、予め定められた期間に渡って、注視点が特定の範囲内にとどま
っているという条件などが例示される。上記の特定の範囲は、入力部２１０又は出力部２
２０の一部又は近傍であってよい。上記の特定の範囲は、車両１１０の車内に配されたテ
ィスプレイ又はその近傍であってよい。
【０２０２】
　例えば、ユーザ２０が車両１１０の運転者である場合、注意喚起条件としては、（ｉ）
車両１１０の移動中に、注視点が車両１１０の進行方向前方に位置していないという条件
、（ｉｉ）車両１１０の移動中に、注視点が車両１１０の進行方向前方に位置していない
時間の長さが予め定められた閾値より長いという条件、（ｉｉｉ）車両１１０の移動中に
、注視点が出力部２２０の表示装置の近傍に位置しているという条件、（ｉｖ）車両１１
０の移動中に、注視点が出力部２２０の表示装置の近傍に位置している時間の長さが予め
定められた閾値より長いという条件などが例示される。
【０２０３】
　この場合において、応答内容決定部１０３４は、ユーザ数検出部４４０から、同乗者の
有無を示す情報を取得してよい。同乗者が存在すると判定された場合において、注視点の
位置が注意喚起条件を満足するとき、応答内容決定部１０３４は、運転者の集中力が低下
している可能性のあることを示すメッセージを、同乗者に伝達することを決定してよい。
【０２０４】
　応答内容決定部１０３４は、設定情報格納部８４８にアクセスして、過去に同種のメッ
セージが伝達されたときのユーザ２０の心理状態を示す情報を取得してよい。応答内容決
定部１０３４は、上記のユーザ２０の心理状態を示す情報を参照して、運転者であるユー
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ザ２０にメッセージを伝達するか、同乗者である他のユーザ２０にメッセージを伝達する
かを決定してよい。
【０２０５】
　本実施形態において、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０からの要求に対する応答
の様態を決定する。上述のとおり出力部２２０が応答メッセージを出力するときのエージ
ェントの様態、車両制御部２７４による車両１１０の制御の様態などが例示される。応答
様態決定部１０３６は、ユーザ２０の動作又は様子に合わせて、応答の様態を決定してよ
い。応答様態決定部１０３６は、応答の様態を示す情報を、応答管理部３５０に出力して
よい。
【０２０６】
　［ユーザ２０の注視点に基づく、エージェントのインタラクション］
　本実施形態において、応答様態決定部１０３６は、特定の条件が満足された場合に、エ
ージェントの顔又は視線の向きを制御することを決定する。同様に、応答様態決定部１０
３６は、特定の条件が満たされた場合に、エージェントの表情を制御することを決定して
よい。
【０２０７】
　例えば、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０の注視点の位置又は当該位置の変動が
特定の条件（方向変更条件と称される場合がある。）を満足する場合に、エージェントの
顔又は視線がユーザ２０の方向を向くように、エージェントの顔又は視線の向きを制御す
ることを決定する。なお、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０の注視点が、（ｉ）エ
ージェントの一部（例えば目である）、又は、（ｉｉ）エージェントの画像を表示若しく
は投影する出力部２２０の一部に位置する場合に、エージェントの顔又は視線がユーザの
方向を向くように、エージェントの顔又は視線の向きを制御することを決定してもよい。
【０２０８】
　これにより、ユーザ２０は、エージェントがユーザ２０の視線を感じて、ユーザ２０の
方を向いたような感覚を覚える。また、ユーザ２０及びエージェントのアイコンタクトが
実現され得る。さらに、例えば、ユーザ２０がジェスチャにより起動要求を入力した場合
であっても、ユーザ２０は、当該起動要求が受け付けられたことを直感的に理解すること
ができる。
【０２０９】
　同様に、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０の注視点の位置又は当該位置の変動が
特定の条件（表情変更条件と称される場合がある。）を満足する場合に、エージェントの
表情を変更することを決定する。なお、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０の注視点
が、（ｉ）エージェントの一部（例えば目である）、又は、（ｉｉ）エージェントの画像
を表示若しくは投影する出力部２２０の一部に位置する場合に、エージェントの表情を変
更することを決定してもよい。
【０２１０】
　これにより、例えば、ユーザ２０がジェスチャにより起動要求を入力した場合であって
も、ユーザ２０は、当該起動要求が受け付けられたことを直感的に理解することができる
。なお、起動要求が受け付けられた場合、応答システム１１２は、音及び光の少なくとも
一方により、起動要求が受け付けられたことを提示してよい。
【０２１１】
　応答様態決定部１０３６は、例えば、ユーザ数検出部４４０から、（ｉ）エージェント
又は（ｉｉ）出力部２２０と、ユーザ２０との相対位置を示す情報（相対位置情報と称さ
れる場合がある。）を取得する。応答様態決定部１０３６は、相対位置情報に基づいて、
エージェントの顔又は視線の向きを決定してよい。これにより、応答様態決定部１０３６
は、エージェントの顔又は視線がユーザ２０の方向を向くように、エージェントの動作を
制御することができる。
【０２１２】
　エージェント又は出力部２２０の周囲に複数のユーザ２０が存在する場合、応答様態決
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定部１０３６は、予め定められた優先順位に従って、エージェントの顔又は視線が、どの
ユーザ２０の方向を向くように、エージェントの動作を制御するかを決定してよい。応答
様態決定部１０３６は、例えば、ユーザ数検出部４４０から、エージェント又は出力部２
２０の周囲に存在する１又は複数のユーザ２０に関する情報を取得してよい。
【０２１３】
　例えば、応答様態決定部１０３６は、各ユーザの声量、各ユーザの顔の向き、各ユーザ
の視線の向き、車両１１０の状態、及び、各ユーザの座席配置の少なくとも１つに基づい
て、上記の優先順位を決定してよい。応答様態決定部１０３６は、声が大きいユーザを優
先することを決定してよい。応答様態決定部１０３６は、顔が、よりエージェントの方を
向いているユーザを優先することを決定してよい。
【０２１４】
　例えば、車両１１０が移動中である場合、応答様態決定部１０３６は、助手席に配され
たユーザ２０、運転席に配されたユーザ２０、後部座席に配されたユーザ２０の順に優先
順位を決定する。一方、車両１１０が停車中である場合、応答様態決定部１０３６は、運
転席に配されたユーザ２０を優先することを決定してよい。
【０２１５】
　［対話時のユーザ２０の様子に基づく、エージェントのインタラクション］
　本実施形態において、応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０が要求を伝達するときの
ユーザ２０の様子に基づいて、応答時のエージェントの様態を決定する。例えば、応答様
態決定部１０３６は、ユーザ状態推定部９４４から、特徴情報を取得する。応答様態決定
部１０３６は、特徴情報によりユーザ２０の特徴に基づいて、エージェントの様態を決定
してよい。
【０２１６】
　一実施形態において、応答様態決定部１０３６は、エージェントが、複数の会話をとお
して、又は、一定期間をとおして、同一又は類似の様態で応答するように、エージェント
を制御する。他の実施形態において、応答様態決定部１０３６は、エージェントが、要求
ごとに、当該要求に応じた様態で応答するように、エージェントを制御する。
【０２１７】
　上述のとおり、エージェントの様態は、応答時のエージェントのインタラクションの様
態であってよい。エージェントのインタラクションの様態は、声の大きさ、口調、テンポ
、１回あたりの発話の長さ、間の取り方、抑揚のつけ方、強弱のつけ方、相槌の打ち方、
口癖、及び、話題の展開方法の少なくとも１つであってよい。エージェントがユーザ２０
の様子に合わせた様態で応答することにより、自然で親密な会話が実現される。
【０２１８】
　応答様態決定部１０３６は、エージェントのインタラクションの様態が、特徴情報によ
り示されるユーザ２０の様子と同一又は類似するように、エージェントの様態を決定して
よい。例えば、ユーザ２０の口調がゆっくりであれば、エージェントがゆっくりした口調
で応答するように、エージェントを制御する。ユーザ２０による指示が単語である場合、
又は、ユーザ２０による指示の文字数が予め定められた値より少ない場合、エージェント
が端的に応答するように、エージェントを制御する。
【０２１９】
　例えば、ユーザ２０が楽曲ＡＢＣの再生を要求する時に、ユーザ２０が、「ＡＢＣを再
生してくれる？」と丁寧に要求すると、エージェントも、「わかりました。ＡＢＣを再生
します。」のように丁寧に応答する。このとき、ユーザ２０の心理状態によっては、エー
ジェントが、「わかりました。ＡＢＣを再生します。ところで、最近は、ＸＹＺという曲
も人気があるようですよ」と、ユーザ２０の心理状態に応じた楽曲を推奨する場合がある
。一方、ユーザ２０が、「ＡＢＣを再生」と端的に要求すると、エージェントも、「ＡＢ
Ｃを再生します」と端的に応答する。
【０２２０】
　応答様態決定部１０３６は、ユーザ状態推定部９４４から、ユーザ２０の心理状態を示
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す情報を取得してもよい。応答様態決定部１０３６は、ユーザ２０の心理状態に基づいて
エージェントの様態を決定してよい。例えば、ユーザ２０が、怒り、いらつき、焦りなど
、冷静さの程度が予め定められた値よりも小さい感情を抱いている場合、エージェントが
冷静に応答するように、エージェントを制御する。ユーザ２０が楽しい又は嬉しいといっ
た感情を抱いている場合、エージェントが明るく応答するように、エージェントを制御す
る。
【０２２１】
　ユーザ２０が車両１１０の運転者である場合、応答様態決定部１０３６は、車両状態推
定部９４６から、車両１１０の動作の状態を示す情報を取得してよい。応答様態決定部１
０３６は、車両１１０の動作の状態に基づいて、エージェントの様態を決定してもよい。
例えば、応答様態決定部１０３６は、車両１１０のスピードに応じて、エージェントの様
態を決定する。応答様態決定部１０３６は、渋滞の程度に応じて、エージェントの様態を
決定してよい。
【０２２２】
　［視線検出方法の概要］
　図１１、図１２、図１３及び図１４を用いて、校正部４１４における視線検出方法の一
例が説明される。具体的には、被験者の左右の視線の方向の相違が比較的大きい場合（斜
視と称される場合がある。）に、被験者の注視方向を推定する方法が説明される。
【０２２３】
　図１１及び図１２は、ユーザ２０が車両１１０を運転している場合における、ユーザ２
０の視線の方向の一例を概略的に示す。図１１は、ユーザ２０が、車両１１０に搭載され
たタッチパネルディスプレイ１１１０に表示された操作パネルを、ユーザ２０の手１１２
０を用いて操作するときの、ユーザ２０の左眼１１４０の視線の方向１１４２、及び、ユ
ーザ２０の右眼１１５０の視線の方向１１５２の一例を示す。操作パネルには、例えば、
車両１１０又は車両１１０に搭載された機器を操作するための操作アイコンが配される。
図１２は、ユーザ２０が車両１１０を運転している場合において、車両１１０が直進して
いるときの、ユーザ２０の左眼１１４０の視線の方向１１４２、及び、ユーザ２０の右眼
１１５０の視線の方向１１５２の一例を示す。
【０２２４】
　なお、図１１及び図１２において、頭部１１３０は、ユーザ２０の頭部を示す。また、
注視点検出部４２０は、車両１１０の車内、又は、タッチパネルディスプレイ１１１０若
しくはタッチパネルディスプレイ１１１０の近傍に配されてよい。
【０２２５】
　図１１及び図１２に示されるとおり、本実施形態において、ユーザ２０の左眼１１４０
の視線の方向１１４２と、ユーザ２０の右眼１１５０の視線の方向１１５２との相違が比
較的大きい。このような場合において、左右の視線の方向を均等に考慮して注視点を推定
すると、推定された注視点及び実際の注視点のズレが、実用上問題となる程度に大きくな
る可能性がある。
【０２２６】
　本実施形態によれば、校正部４１４は、ユーザ２０の左右の視線方向の相違の程度（斜
視の程度と称される場合がある。）を判定する。また、校正部４１４は、ユーザ２０の利
き目を判定する。校正部４１４は、ユーザ２０の斜視の程度が予め定められた閾値を超え
る場合に、ユーザ２０の利き目を判定してもよい。
【０２２７】
　本実施形態において、校正部４１４は、斜視に関する判定及び利き目に関する判定の少
なくとも一方に基づいて、注視点検出部４２０における注視点の推定処理に利用される推
定パラメータを決定する。推定パラメータは、被験者の右眼の視線方向及び左眼の視線方
向のそれぞれが、被験者の注視方向の推定に与える影響の度合いを示すパラメータであっ
てよい。推定パラメータは、重みパラメータであってよい。これにより、注視点検出部４
２０は、ユーザ２０の左右の視線方向の相違が比較的大きい場合であっても、ユーザ２０
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の注視方向を、精度よく推定することができる。
【０２２８】
　一実施形態において、校正部４１４は、図１１に示されるように、ユーザ２０がタッチ
パネルディスプレイ１１１０を操作している場合における、左眼１１４０の視線の方向１
１４２と、右眼１１５０の視線の方向１１５２とに基づいて、推定パラメータを決定する
。例えば、図１１に示されるように、ユーザ２０が、タッチパネルディスプレイ１１１０
に表示された操作パネルを操作している場合、ユーザ２０は、タッチパネルディスプレイ
１１１０、操作パネル、又は、手１１２０により押下された操作アイコンを注視している
可能性が高い。なお、この場合のユーザ２０の注視方向は、矢印１１３４で示される。
【０２２９】
　他の実施形態において、校正部４１４は、図１２に示されるように、ユーザ２０が車両
１１０を運転している場合における、左眼１１４０の視線の方向１１４２と、右眼１１５
０の視線の方向１１５２とに基づいて、推定パラメータを決定する。例えば、図１２に示
されるように、ユーザ２０が車両１１０を運転している場合において、車両１１０が直進
しているとき、ユーザ２０の注視方向は、車両１１０の進行方向１１０２、又は、ユーザ
２０の顔の方向１１３２と略一致する可能性が高い。
【０２３０】
　そこで、校正部４１４は、例えば、（ｉ）ユーザ２０が注視している可能性の高い方向
、及び、左眼１１４０の視線の方向１１４２のなす角度と、（ｉｉ）ユーザ２０が注視し
ている可能性の高い方向、及び、右眼１１５０の視線の方向１１５２のなす角度とを比較
することで、ユーザ２０の利き目を決定することができる。校正部４１４は、例えば、上
記の角度が小さい方の目が利き目であると判定する。
【０２３１】
　なお、校正部４１４は、例えば、左眼１１４０の視線の方向１１４２、及び、右眼１１
５０の視線の方向１１５２のなす角度に基づいて、ユーザ２０の斜視の程度を決定しても
よい。斜視の程度は、連続的に評価されてもよく、段階的に評価されてもよい。
【０２３２】
　ここで、「一の方向、及び、他の方向のなす角度」（一の方向と、他の方向とのなす角
度と称される場合もある。）は、一の方向を示す平面ベクトルの始点と、他の方向を示す
平面ベクトルの始点とを重ねた場合に、上記の２つのベクトルにより形成される２つの角
度のうち、１８０度以下となる方の角度を意味してよい。２つの方向のそれぞれを示すベ
クトルが３次元ベクトルである場合も、同様にして、「一の方向と、他の方向とのなす角
度」が決定され得る。
【０２３３】
　本実施形態においては、ユーザ２０が、タッチパネルディスプレイ１１１０に表示され
た操作パネルに表示された操作アイコンを押下する場合を例として、斜視又は利き目の判
定方法が説明された。しかしながら、斜視又は利き目の判定方法は本実施形態に限定され
ない。他の実施形態において、被験者が、機器を操作するための物理的な操作ボタンを押
下した場合であっても、同様の手法により、斜視又は利き目が判定され得る。
【０２３４】
　ユーザ２０は、被験者の一例であってよい。注視点検出部４２０は、注視方向推定部の
一例であってよい。車両１１０又は車両１１０に搭載された機器は、機器の一例であって
よい。車両１１０は、視線検出装置の一例であってよい。入力部２１０は、視線検出装置
の一例であってよい。校正部４１４は、視線検出装置の一例であってよい。
【０２３５】
　タッチパネルディスプレイ１１１０は、画像出力装置の一例であってよい。タッチパネ
ルディスプレイ１１１０は、入力部２１０及び出力部２２０の一例であってよい。左眼１
１４０及び右眼１１５０の一方は、第１の眼及び第２の眼の一方の一例であってよい。左
眼１１４０及び右眼１１５０の他方は、第１の眼及び第２の眼の他方の一例であってよい
。方向１１４２及び方向１１５２の一方は、第１方向及び第２方向の一例であってよい。
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方向１１４２及び方向１１５２の他方は、第１方向及び第２方向の他例であってよい。
【０２３６】
　［校正部４１４の各部の概要］
　図１３は、校正部４１４の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、校正
部４１４は、ユーザ認証部１２２２と、設定情報格納部１２２４と、走行状態監視部１２
３２と、斜視設定部１２４０とを備える。本実施形態において、斜視設定部１２４０は、
サンプル情報取得部１２４２と、サンプル情報記憶部１２４４と、判定部１２４６と、設
定情報生成部１２４８とを有する。
【０２３７】
　判定部１２４６は、視線検出装置の一例であってよい。設定情報生成部１２４８は、推
定パラメータ決定部の一例であってよい。
【０２３８】
　本実施形態において、ユーザ認証部１２２２は、ユーザ２０を認証する。例えば、ユー
ザ認証部１２２２は、入力部２１０から、ユーザ２０の頭部が撮像された画像の画像デー
タを取得する。ユーザ認証部１２２２は、例えば、顔認証技術などの個人認証技術を利用
して、ユーザ２０を特定又は認証する。ユーザ認証部１２２２は、特定又は認識されたユ
ーザ２０を識別するための識別情報を、設定情報格納部１２２４及び斜視設定部１２４０
の少なくとも一方に出力してよい。
【０２３９】
　本実施形態において、設定情報格納部１２２４は、１又は複数のユーザ２０のそれぞれ
について、視線計測部４１２及び注視点検出部４２０の少なくとも一方における視線情報
処理に関するユーザごとの設定を示す設定情報を格納する。上記の設定情報は、設定情報
生成部１２４８が生成した設定情報であってよい。設定情報格納部１２２４は、各ユーザ
を識別するための識別情報と、当該ユーザの設定情報とを対応付けて格納してよい。
【０２４０】
　本実施形態において、走行状態監視部１２３２は、車両１１０の走行状態を監視する。
車両１１０の走行状態としては、車両１１０の進行方向、走行速度、加速度、角速度など
が例示される。車両１１０の走行状態は、車両１１０の走行に関する各種の操作量であっ
てもよい。
【０２４１】
　走行状態は、移動体の移動状態の一例であってよい。走行速度は、移動体の移動速度の
一例であってよい。走行に関する各種の操作量は、移動に関する各種の操作量の一例であ
ってよい。
【０２４２】
　本実施形態において、斜視設定部１２４０は、ユーザ認証部１２２２が認証したユーザ
２０の斜視に関する各種のパラメータを設定する。斜視設定部１２４０は、上記の設定に
関する情報（設定情報と称される場合がある。）を、設定情報格納部１２２４に格納して
よい。
【０２４３】
　本実施形態において、サンプル情報取得部１２４２は、被験者たるユーザ２０の頭部の
画像の画像データを取得する。上記の画像は、ユーザ２０の顔の一部を含む画像であって
よい。上記の画像は、ユーザ２０の右眼及び左眼の少なくとも一方の周辺の画像を含むこ
とが好ましい。サンプル情報取得部１２４２は、取得された画像データを、サンプル情報
記憶部１２４４に格納してよい。
【０２４４】
　本実施形態において、判定部１２４６は、被験者たるユーザ２０の頭部の画像を解析し
て、ユーザ２０の斜視の程度を判定する。判定部１２４６は、ユーザ２０の利き目を判定
する。一実施形態において、判定部１２４６は、サンプル情報取得部１２４２から画像デ
ータを取得し、ほぼリアルタイムに、上記の判定処理を実行する。他の実施形態において
、判定部１２４６は、サンプル情報記憶部１２４４に格納された画像データを利用して、
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上記の判定処理を実行する。判定部１２４６の詳細は後述される。
【０２４５】
　本実施形態において、設定情報生成部１２４８は、設定情報を生成する。設定情報生成
部１２４８は、生成された設定情報を、設定情報格納部１２２４に格納してよい。設定情
報生成部１２４８は、ユーザ２０を識別するための識別情報と、ユーザ２０に関する設定
情報とを対応付けて、設定情報格納部１２２４に格納してよい。
【０２４６】
　設定情報生成部１２４８は、例えば、注視点検出部４２０における推定処理に利用され
る推定パラメータを決定する。上述のとおり、注視点検出部４２０は、ユーザ２０の左眼
１１４０の視線の方向１１４２、及び、ユーザ２０の右眼１１５０の視線の方向１１５２
に基づいて、ユーザ２０の注視方向を推定する。
【０２４７】
　推定パラメータは、（ｉ）方向１１４２が、推定される注視方向に与える影響の度合い
を示すパラメータ、及び、（ｉｉ）方向１１５２が、推定される注視方向に与える影響の
度合いを示すパラメータの少なくとも一方を含んでよい。上記のパラメータのそれぞれは
、重みパラメータであってよい。
【０２４８】
　設定情報生成部１２４８は、判定部１２４６における斜視に関する判定結果及び利き目
に関する判定結果の少なくとも一方に基づいて、推定パラメータを決定してよい。一実施
形態において、設定情報生成部１２４８は、判定部１２４６における利き目に関する判定
処理において利き目と判定された眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響が、他方
の眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響よりも大きくなるように、推定パラメー
タを決定する。設定情報生成部１２４８は、利き目ではない方の眼の視線方向を利用する
ことなく、推定パラメータを決定してもよい。
【０２４９】
　他の実施形態において、判定部１２４６における斜視に関する判定処理において、方向
１１４２及び方向１１５２のなす角度が、予め定められた条件（方向条件と称される場合
がある。）を満足すると判定された場合、設定情報生成部１２４８は、判定部１２４６に
おける利き目に関する判定処理において利き目と判定された眼の視線の方向が注視方向の
推定に与える影響が、他方の眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響よりも大きく
なるように、推定パラメータを決定してよい。
【０２５０】
　方向条件としては、（ｉ）方向１１４２及び方向１１５２のなす角度の絶対値が、予め
定められた数値範囲の範囲外であるという条件、（ｉｉ）方向１１４２及び方向１１５２
のなす角度の絶対値が、予め定められた閾値より大きいという条件、（ｉｉｉ）方向１１
４２及び方向１１５２のなす角度の絶対値が、予め定められた閾値以上であるという条件
などが例示される。これにより、方向１１４２及び方向１１５２の相違が比較的大きい場
合であっても、注視方向の推定精度の低下が抑制される。
【０２５１】
　判定部１２４６における斜視に関する判定処理において、方向１１４２及び方向１１５
２のなす角度が方向条件を満足すると判定された場合、設定情報生成部１２４８は、第２
判定部が、記第１方向及び第２方向のなす角度が、方向条件を満足すると判定した場合、
判定部１２４６における利き目に関する判定処理において利き目ではないと判定された眼
の視線の方向が、注視方向の推定に用いられないように、推定パラメータを決定してよい
。これにより、方向１１４２及び方向１１５２の相違が比較的大きい場合であっても、注
視方向の推定精度の低下がさらに抑制される。
【０２５２】
　一方、判定部１２４６における斜視に関する判定処理において、方向１１４２及び方向
１１５２のなす角度が方向条件を満足しないと判定された場合（即ち、斜視の程度が小さ
いと判定された場合である）、設定情報生成部１２４８は、判定部１２４６における利き
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目に関する判定処理において利き目と判定した眼の視線の方向が注視方向の推定に与える
影響と、他方の眼の視線の方向が注視方向の推定に与える影響とが略等しくなるように、
推定パラメータを決定してよい。これにより、常に利き目の視線方向だけを考慮する場合
と比較して、注視方向が精度よく推定され得る。
【０２５３】
　図１４は、判定部１２４６の内部構成の一例を概略的に示す。本実施形態において、判
定部１２４６は、視線検出部１３２０と、斜視判定部１３３０と、注視方向仮定部１３４
０と、利目判定部１３５０とを備える。本実施形態において、視線検出部１３２０は、右
眼方向検出部１３２２と、左眼方向検出部１３２４とを有する。本実施形態において、注
視方向仮定部１３４０は、機器操作検出部１３４２と、進行方向検出部１３４４と、顔方
向検出部１３４６とを有する。
【０２５４】
　右眼方向検出部１３２２は、第１方向決定部の一例であってよい。左眼方向検出部１３
２４は、第２方向決定部の一例であってよい。斜視判定部１３３０は、第２判定部の一例
であってよい。注視方向仮定部１３４０は、仮定部の一例であってよい。機器操作検出部
１３４２は、操作検出部の一例であってよい。顔方向検出部１３４６は、顔方向検出部の
一例であってよい。利目判定部１３５０は、第１判定部の一例であってよい。
【０２５５】
　本実施形態において、視線検出部１３２０は、ユーザ２０の視線を検出する。本実施形
態において、右眼方向検出部１３２２は、ユーザ２０の右眼１１５０の視線の方向１１５
２を決定する。本実施形態において、左眼方向検出部１３２４は、ユーザ２０の左眼１１
４０の視線の方向１１４２を決定する。右眼方向検出部１３２２及び左眼方向検出部１３
２４は、ユーザ２０の視線の方向に関する情報（視線情報と称される場合がある。）を、
頭部１１３０に出力してよい。
【０２５６】
　本実施形態において、斜視判定部１３３０は、ユーザ２０の斜視の程度を判定する。具
体的には、視線検出部１３２０が決定した方向１１４２及び方向１１５２を比較して、方
向１１４２及び方向１１５２のなす角度が、上記の方向条件を満足するか否かを判定する
。例えば、方向１１４２及び方向１１５２のなす角度が、上記の方向条件を満足する場合
、ユーザ２０の斜視の程度が比較的大きいと判定される。一方、方向１１４２及び方向１
１５２のなす角度が、上記の方向条件を満足しない場合、ユーザ２０の斜視の程度が比較
的小さい又は斜視ではないと判定される。
【０２５７】
　斜視判定部１３３０は、ユーザ２０の斜視に関する判定結果を示す情報を、例えば、設
定情報生成部１２４８に出力する。斜視判定部１３３０は、ユーザ２０の斜視に関する判
定結果を示す情報を、利目判定部１３５０に出力してもよい。
【０２５８】
　本実施形態において、注視方向仮定部１３４０は、ユーザ２０の眼の動き以外の動作、
当該動作に起因する車両１１０の状態などに基づいて、ユーザ２０の注視方向を仮定する
。例えば、注視方向仮定部１３４０は、（ｉ）車両１１０又は車両１１０に搭載された機
器に対するユーザ２０の操作、（ｉｉ）車両１１０又は車両１１０に搭載された機器の状
態、及び、（ｉｉｉ）ユーザ２０の顔の向きの少なくとも１つに基づいて、ユーザ２０の
注視方向を仮定する。
【０２５９】
　車両１１０に搭載された機器は、例えば、タッチパネルディスプレイ１１１０である。
車両１１０又は車両１１０に搭載された機器は、注視点検出部４２０が配された機器の一
例であってよい。
【０２６０】
　一実施形態において、注視方向仮定部１３４０は、（ｉ）車両１１０の走行速度に関す
る操作量が予め定められた条件（第１速度条件と称される場合がある。）を満足し、且つ
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、（ｉｉ）車両１１０の操舵角に関する操作量が予め定められた条件（操舵条件と称され
る場合がある。）を満足する場合に、車両１１０の進行方向を、ユーザ２０の注視方向と
して仮定する。車両１１０の進行方向は、例えば、進行方向検出部１３４４により検出さ
れる。第１速度条件及び操舵条件は、ユーザ２０が運転に集中している可能性の高い条件
であってよい。
【０２６１】
　第１速度条件としては、（ｉ）車両１１０の走行速度が予め定められた数値範囲の範囲
内となるような操作量であるという条件、（ｉｉ）車両１１０の走行速度が予め定められ
た閾値より大きくなるような操作量であるという条件、（ｉｉｉ）車両１１０の走行速度
が予め定められた閾値以上になるような操作量であるという条件などが例示される。数値
範囲は、下限だけが定められていてもよく、上限及び下限が定められていてもよい。
【０２６２】
　操舵条件としては、（ｉ）車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の
少なくとも１つが、予め定められた数値範囲の範囲内となるような操作量であるという条
件、（ｉｉ）車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１つ
が、予め定められた閾値より大きくなるような操作量であるという条件、（ｉｉｉ）車両
１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１つが、予め定められ
た閾値以上になるような操作量であるという条件などが例示される。数値範囲は、下限だ
けが定められていてもよく、上限及び下限が定められていてもよい。
【０２６３】
　ロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度のうち、ヨー角速度が上記の条件を満足す
ることが好ましい。車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくと
も１つが、予め定められた数値範囲の範囲内となるような操作量である場合、車両１１０
が直進していると判定されてよい。
【０２６４】
　他の実施形態において、注視方向仮定部１３４０は、（ｉ）車両１１０の走行速度が予
め定められた条件（第２速度条件と称される場合がある。）を満足し、且つ、（ｉｉ）車
両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１つが予め定められ
た条件（角速度条件と称される場合がある。）を満足する場合に、車両１１０の進行方向
を、ユーザ２０の注視方向として仮定する。車両１１０の進行方向は、例えば、進行方向
検出部１３４４により検出される。第２速度条件及び角速度条件は、ユーザ２０が運転に
集中している可能性の高い条件であってよい。
【０２６５】
　第２速度条件としては、（ｉ）車両１１０の走行速度が予め定められた数値範囲の範囲
内であるという条件、（ｉｉ）車両１１０の走行速度が予め定められた閾値より大きいと
いう条件、（ｉｉｉ）車両１１０の走行速度が予め定められた閾値以上であるという条件
などが例示される。数値範囲は、下限だけが定められていてもよく、上限及び下限が定め
られていてもよい。
【０２６６】
　角速度条件としては、（ｉ）車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度
の少なくとも１つが、予め定められた数値範囲の範囲内であるという条件、（ｉｉ）車両
１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくとも１つが、予め定められ
た閾値より大きいという条件、（ｉｉｉ）車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及び
ヨー角速度の少なくとも１つが、予め定められた閾値以上であるという条件などが例示さ
れる。数値範囲は、下限だけが定められていてもよく、上限及び下限が定められていても
よい。
【０２６７】
　ロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度のうち、ヨー角速度が上記の条件を満足す
ることが好ましい。車両１１０のロール角速度、ピッチ角速度及びヨー角速度の少なくと
も１つが、予め定められた数値範囲の範囲内である場合、車両１１０が直進していると判
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定されてよい。
【０２６８】
　さらに他の実施形態において、注視方向仮定部１３４０は、機器操作検出部１３４２が
、車両１１０又は車両１１０に搭載された機器の操作ボタン又は操作アイコンがユーザ２
０に押下されたことを検出した場合に、ユーザ２０が当該操作ボタン又は当該操作アイコ
ンを注視する方向を、ユーザ２０の注視方向として仮定する。さらに他の実施形態におい
て、注視方向仮定部１３４０は、顔方向検出部１３４６が検出したユーザ２０の顔の向き
を、ユーザ２０の注視方向として仮定する。
【０２６９】
　本実施形態において、機器操作検出部１３４２は、（ｉ）車両１１０又は車両１１０に
搭載された機器を操作するための物理的な操作ボタン、又は、（ｉｉ）タッチパネルディ
スプレイ１１１０に表示され、車両１１０又は車両１１０に搭載された機器を操作するた
めの操作アイコンが、ユーザ２０に押下されたことを検出する。機器操作検出部１３４２
は、ユーザ２０が押下した操作ボタン又は操作アイコンの位置を特定してよい。機器操作
検出部１３４２は、ユーザ２０が押下した操作ボタン又は操作アイコンと、ユーザ２０の
各眼との相対位置を算出してよい。
【０２７０】
　本実施形態において、進行方向検出部１３４４は、車両１１０の進行方向を検出する。
例えば、進行方向検出部１３４４は、適切な種類のセンス部２４０の出力に基づいて、車
両１１０の進行方向を検出する。
【０２７１】
　本実施形態において、顔方向検出部１３４６は、ユーザ２０の顔の向きを検出する。例
えば、顔方向検出部１３４６は、車内カメラ又は注視点検出部４２０が撮像したユーザ２
０の頭部の画像に基づいて、ユーザ２０の顔の向きを検出する。
【０２７２】
　本実施形態において、利目判定部１３５０は、ユーザ２０の利き目を判定する。具体的
には、注視方向仮定部１３４０により仮定された注視方向、左眼１１４０の視線の方向１
１４２、及び、右眼１１５０の視線の方向１１５２を比較して、左眼１１４０及び右眼１
１５０の何れが利き目であるかを判定する。例えば、利目判定部１３５０は、仮定された
注視方向及び方向１１４２のなす角度の絶対値が、仮定された注視方向及び方向１１５２
のなす角度の絶対値よりも小さい場合、左眼１１４０が利き目であると判定する。利目判
定部１３５０は、仮定された注視方向及び方向１１５２のなす角度の絶対値が、仮定され
た注視方向及び方向１１４２のなす角度の絶対値よりも小さい場合、右眼１１５０が利き
目であると判定する。
【０２７３】
　利目判定部１３５０は、斜視判定部１３３０による判定結果によらず、利き目を判定し
てよい。利目判定部１３５０は、斜視判定部１３３０により斜視の程度が比較的大きいと
判定された場合に、利き目を判定してもよい。利目判定部１３５０は、ユーザ２０の利き
目に関する判定結果を示す情報を、例えば、設定情報生成部１２４８に出力する。
【０２７４】
　［校正部４１４の各部の具体的な構成］
　校正部４１４の各部は、ハードウエアにより実現されてもよく、ソフトウエアにより実
現されてもよく、ハードウエア及びソフトウエアにより実現されてもよい。校正部４１４
の各部は、その少なくとも一部が、単一のサーバによって実現されてもよく、複数のサー
バによって実現されてもよい。校正部４１４の各部は、その少なくとも一部が、仮想マシ
ン上又はクラウドシステム上で実現されてもよい。校正部４１４の各部は、その少なくと
も一部が、パーソナルコンピュータ又は携帯端末によって実現されてもよい。携帯端末と
しては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、タブレット、ノートブック・コンピュータ
又はラップトップ・コンピュータ、ウエアラブル・コンピュータなどが例示される。校正
部４１４の各部は、ブロックチェーンなどの分散型台帳技術又は分散型ネットワークを利
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用して、情報を格納してもよい。
【０２７５】
　校正部４１４を構成する構成要素の少なくとも一部がソフトウエアにより実現される場
合、当該ソフトウエアにより実現される構成要素は、一般的な構成の情報処理装置におい
て、当該構成要素に関する動作を規定したプログラムを起動することにより実現されてよ
い。上記の情報処理装置は、例えば、（ｉ）ＣＰＵ、ＧＰＵなどのプロセッサ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、通信インタフェースなどを有するデータ処理装置と、（ｉｉ）キーボード、タッ
チパネル、カメラ、マイク、各種センサ、ＧＰＳ受信機などの入力装置と、（ｉｉｉ）表
示装置、スピーカ、振動装置などの出力装置と、（ｉｖ）メモリ、ＨＤＤなどの記憶装置
（外部記憶装置を含む。）とを備える。
【０２７６】
　上記の情報処理装置において、上記のデータ処理装置又は記憶装置は、プログラムを格
納してよい。上記のプログラムは、非一時的なコンピュータ可読記録媒体に格納されてよ
い。上記のプログラムは、プロセッサによって実行されることにより、上記の情報処理装
置に、当該プログラムによって規定された動作を実行させる。
【０２７７】
　プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、メモリ、ハードディスクなどのコンピ
ュータ読み取り可能な媒体に記憶されていてもよく、ネットワークに接続された記憶装置
に記憶されていてもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な媒体又はネットワ
ークに接続された記憶装置から、校正部４１４の少なくとも一部を構成するコンピュータ
にインストールされてよい。プログラムが実行されることにより、コンピュータが、校正
部４１４の各部の少なくとも一部として機能してもよい。
【０２７８】
　コンピュータを校正部４１４の各部の少なくとも一部として機能させるプログラムは、
校正部４１４の各部の動作を規定したモジュールを備えてよい。これらのプログラム又は
モジュールは、データ処理装置、入力装置、出力装置、記憶装置等に働きかけて、コンピ
ュータを校正部４１４の各部として機能させたり、コンピュータに校正部４１４の各部に
おける情報処理方法を実行させたりする。
【０２７９】
　プログラムに記述された情報処理は、当該プログラムがコンピュータに読込まれること
により、当該プログラムに関連するソフトウエアと、校正部４１４の各種のハードウエア
資源とが協働した具体的手段として機能する。そして、上記の具体的手段が、本実施形態
におけるコンピュータの使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、当
該使用目的に応じた校正部４１４が構築される。
【０２８０】
　上記のプログラムは、コンピュータを、校正部４１４として機能させるためのプログラ
ムであってよい。上記のプログラムは、コンピュータに、車両１１０又は校正部４１４に
おける視線検出方法を実行させるためのプログラムであってよい。
【０２８１】
　上記の視線検出方法は、例えば、被験者の第１の眼の視線の方向である第１方向を決定
する第１方向決定段階を有する。上記の視線検出方法は、例えば、被験者の第２の眼の視
線の方向である第２方向を決定する第２方向決定段階を有する。上記の視線検出方法は、
例えば、（ｉ）被験者の視線を計測する視線計測装置の配された機器に対する被験者の操
作、（ｉｉ）機器の状態、及び、（ｉｉｉ）被験者の顔の向きの少なくとも１つに基づい
て、被験者の注視方向を仮定する仮定段階を有する。上記の視線検出方法は、例えば、仮
定された注視方向、第１方向及び第２方向を比較して、第１の眼及び第２の眼の何れが利
目であるかを判定する第１判定段階を有する。
【０２８２】
　上記の視線検出方法において、上記の第１判定段階は、仮定された注視方向及び第１方
向のなす角度の絶対値が、仮定された注視方向及び第２方向のなす角度の絶対値よりも小
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いて、上記の第１判定段階は、仮定された注視方向及び第２方向のなす角度の絶対値が、
仮定された注視方向及び第１方向のなす角度の絶対値よりも小さい場合、第２の眼が利目
であると判定する段階と、を含んでよい。
【０２８３】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。また、技術的に矛盾しない範囲において、特
定の実施形態について説明した事項を、他の実施形態に適用することができる。その様な
変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲
の記載から明らかである。
【０２８４】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【０２８５】
　１０　通信ネットワーク、２０　ユーザ、３０　通信端末、１００　対話型エージェン
トシステム、１１０　車両、１１２　応答システム、１１４　通信システム、１２０　支
援サーバ、２１０　入力部、２２０　出力部、２３０　通信部、２４０　センス部、２５
０　駆動部、２６０　付帯設備、２７０　制御部、２７２　入出力制御部、２７４　車両
制御部、２７６　通信制御部、３１２　音声情報取得部、３１４　画像情報取得部、３１
６　操作情報取得部、３１８　車両情報取得部、３２２　通信情報取得部、３３０　転送
部、３４０　イベント検出部、３５０　応答管理部、３６０　エージェント情報格納部、
４１２　視線計測部、４１４　校正部、４２０　注視点検出部、４３０　起動イベント検
出部、４４０　ユーザ数検出部、４５０　伝言イベント検出部、５２０　アイコンタクト
検出部、５３０　起動フレーズ検出部、５４０　起動操作検出部、６２０　転送制御部、
６３０　応答決定部、６３２　起動管理部、６３８　応答情報取得部、６４２　音声合成
部、６４４　画像生成部、６５０　命令生成部、６６０　伝言管理部、７２２　設定デー
タ格納部、７３２　音声データ格納部、７３４　画像データ格納部、８２０　通信部、８
３０　通信制御部、８４０　要求処理部、８４２　要求決定部、８４４　実行部、８４６
　応答情報生成部、８４８　設定情報格納部、８５０　伝言サービス提供部、９２０　入
力情報取得部、９３２　音声認識部、９３４　ジェスチャ認識部、９４０　推定部、９４
２　要求推定部、９４４　ユーザ状態推定部、９４６　車両状態推定部、１０３４　応答
内容決定部、１０３６　応答様態決定部、１１０２　進行方向、１１１０　タッチパネル
ディスプレイ、１１２０　手、１１３０　頭部、１１３２　方向、１１３４　矢印、１１
４０　左眼、１１４２　方向、１１５０　右眼、１１５２　方向、１２２２　ユーザ認証
部、１２２４　設定情報格納部、１２３２　走行状態監視部、１２４０　斜視設定部、１
２４２　サンプル情報取得部、１２４４　サンプル情報記憶部、１２４６　判定部、１２
４８　設定情報生成部、１３２０　視線検出部、１３２２　右眼方向検出部、１３２４　
左眼方向検出部、１３３０　斜視判定部、１３４０　注視方向仮定部、１３４２　機器操
作検出部、１３４４　進行方向検出部、１３４６　顔方向検出部、１３５０　利目判定部
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